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 町会・自治会・区（※以下「町会」と呼びます）は，地域住民同士の助け合いや理解，親睦，

さらには福祉と文化，生活環境の向上発展を図り，良好な地域社会を維持形成することを目的に

自主的に結成された住民組織です。 

 現在，市内には２９４の町会が結成されており，地域の皆さんの結束によって幅広い活動を続

けています。 

 しかしながら，近年住民組織への加入者数・加入率は年々減少傾向にあるのが実情です。この

ことを課題とし，解決のための取組として，令和７年度からスタートした第六次総合計画では

「町会等の活動の持続可能性を高めること」を掲げております。 

 多くの市民が，地域コミュニティの在り方や意義を理解し，様々な地域活動に取り組んでいた

だくことを目指しており，そのための大きな核となるのが，町会を中心とした地域活動です。 

 町会の果たす役割には，計り知れないものがあり，市政を運営するに当たってその存在は不可

欠となっています。まさに，町会と市が車の両輪のごとく連携を図り，地域活動を活発に展開し

ていくことが大切であると考えます。 

 この「町会・自治会・区役員の手引き」は，町会と市の連携が一層密になるように，町会役員

の皆さんから寄せられることの多い質問や疑問などを中心にまとめました。また，新たに町会役

員となられる方々の参考書となるように，できるだけ分かりやすい内容を心がけました。 

 町会長の皆さんをはじめ，役員の方々の活動に御活用いただければ幸いです。 

 

 

※本手引きでは，引用文やふるさと協議会と並記している場合等を除き，町会・自治会・区をま

とめて「町会」と表記しています。 
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 ★町会活動基本編   ５ページ～  

Ｐ. ６ 問１「町会の役割をどのようにとらえたら良いのでしょうか」 

Ｐ. ８ 問２「町会未加入世帯の加入促進を図るための良い方法はありませんか」 

Ｐ.１３ 問３「町会と行政は，どのような関係にあるのですか」 

Ｐ.１５ 問４「町会長は男性が多いようですが，男性の方が向いているのですか」 

Ｐ.１６ 問５「町会長等会議の内容について説明してください」 

Ｐ.１７ 問６「行政連絡業務交付金とは，どのようなものですか」 

Ｐ.１９ 問７「各種委員の推薦には，どのようなものがありますか」 

Ｐ.２３ 問８「行政連絡資料について説明してください」 

Ｐ.２５ 問９「ふるさと協議会について説明してください」 

Ｐ.３０ 問１０「町会の年間行事や活動には，どのようなものがあるのでしょうか」 

Ｐ.３２ 問１１「町会員の個人情報の取り扱いに，どのような注意が必要ですか」 

 ★総務・会計担当役員編  ３７ページ～  

Ｐ.３８ 問１２「町会の総会で近隣センターを利用したいのですが，申し込みはどのようにすれば良

いでしょうか」 

Ｐ.４０ 問１３「地域のおまつりで公園を使用したいのですが」 

Ｐ.４１ 問１４「地域のおまつりで屋台を設置し飲食物を提供したいのですが」 

Ｐ.４３ 問１５「町会の予算は，どのように作ったら良いのでしょうか」 

Ｐ.４５ 問１６「町会のお金はどのように管理したらよいのでしょうか」 

Ｐ.４６ 問１７「町会への交付金や補助金制度には，どのようなものがありますか」 

Ｐ.４７ 問１８「地域活動支援補助金について説明してください」 

Ｐ.５０ 問１９「掲示板を設置する場合の補助金を申請したいのですが」 

Ｐ.５１ 問２０「町会の集会施設を建築する場合，補助金があると聞いたのですが」 

Ｐ.５３ 問２１「地縁法人（町会の法人化）とは，どのような制度ですか」 

Ｐ.５５ 問２２「市民活動災害補償保険とは，どのようなものですか」 

Ｐ.５７ 問２３「ICT活用促進事業とはどのような事業ですか」 



3 

 

 ★防災・安全担当役員編  ５９ページ～  
Ｐ.６０ 問２４「自主防災組織について説明してください」 

Ｐ.６３ 問２５「災害発生時の避難場所は，どこになるのでしょうか」 

Ｐ.６８ 問２６「消防団の活動について説明してください」 

Ｐ.７２ 問２７「防犯協会について説明してください」 

Ｐ.７３ 問２８「防犯灯に関する補助金には，どのようなものがありますか」 

Ｐ.７５ 問２９「リース防犯灯とはなんですか」 

Ｐ.７６ 問３０「街頭防犯カメラの設置に対する補助金があると聞いたのですが」 

Ｐ.７８ 問３１「防犯灯付き防犯カメラについて教えてください」 

Ｐ.７９ 問３２「カーブミラーを設置してほしい交差点があります」 

Ｐ.８０ 問３３「信号機や横断歩道を設置してほしい交差点（道路）があります」 

Ｐ.８１ 問３４「私道の舗装整備（改修）に関する補助金があると聞いたのですが」 

Ｐ.８２ 問３５「空家・あき地の対策について説明してください」 

 ★生活・環境担当役員編  ８５ページ～  
Ｐ.８６ 問３６「ごみ集積所を設置する場合の手続きについて説明してください」 

Ｐ.８７ 問３７「資源回収報償金について説明してください」 

Ｐ.８８ 問３８「町会の地域清掃で出たごみや側溝土砂は，どのように処分すれば良いのですか」 

★保健・福祉担当役員編  ８９ページ～  
Ｐ.９０ 問３９「民生委員・児童委員は，どのような活動をしているのですか」 

Ｐ.９２ 問４０「柏市民健康づくり推進員について説明してください」 

Ｐ.９４ 問４１「社会福祉協議会について説明してください」 

Ｐ.９８ 問４２「シニアクラブ（老人クラブ）について説明してください」 

Ｐ.９９ 問４３「ごみ出し困難者支援収集について説明してください」 

Ｐ.１００ 問４４「各種募金の協力依頼が町会にありますが，どのような種類の募金があり，それぞ

れどのような事業に使われていますか」 

★その他にも…  １０３ページ～  
Ｐ.１０４ 問４５「地区青少年健全育成推進協議会について説明してください」 

Ｐ.１０５ 問４６「スポーツ推進委員協議会について説明してください」 

Ｐ.１０７ 問４７「現在の柏市内の放射線量はどのくらいですか」 
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★資料編  １０９ページ～ 
Ｐ.１１０ ●柏市の組織と主な業務 
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問１「町会の役割をどのようにとらえたら良いのでしょ

うか」 

 

 私どもの町会は，町会役員が毎年度交替します。私も初めて町会長を務めるこ

とになり多少戸惑っていますが，そもそも町会とは，地域住民のためにどのよう

な役割を担うべきものなのでしょうか。 

 

答 「町会は，地域住民同士の交流や支え合いを通じて，

地域課題の解決や安全・安心な生活環境の維持に

取り組み，住みよい地域社会を形成するための組

織です」 
 

 地域住民の自治組織は，古くは寄り合い的な伝統を継承するものから，部落会，

町会，自治会などの名称で全国的に存在します｡ 

 柏市においては，旧村時代からの伝統を引き継ぎながら地域コミュニティの増

進を図る町会が活動を続けている一方で，市街化が進む地域では，伝統的な面よ

りも，急激な人口増により地域社会の一体感が薄くなり，その再構築を迫られた

結果，地域整備の課題への対応や「ふるさと運動」に象徴される新旧住民の融和

などを目的に，行政上の必要性とその積極的な支援を背景に設立を促されてきた

側面もあります｡ 

 そのため，町会の活動領域も地域的な差が若干あるものの，概して 

①純然たる住民自治活動と言える，祭り，町内運動会，敬老会，自主防災といっ 

 たものや 

②行政機関への要望・要求活動である，道路・交通や防犯・防災，地域環境 

 などの要望を行政に求めるものといった活動が多くを占めています。一方， 

③行政活動の補完・代行・補助といった性格の活動として回覧板の回送，防犯灯

の設置管理，ごみ集積場の管理，共同募金や社会福祉協議会への協力などがあ

ります。また，いわゆる 
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④行政の委嘱委員としては，国からは民生委員・児童委員，国勢調査員，市から

は，投票立会人，消費生活コーディネーター，健康づくり推進員等々の推薦依

頼があります。 

 

 いずれにしても行政活動と市民活動の境目は曖昧であり，子どもからお年寄り

の生活まで，地域社会の存在を抜きに安全で住みよい環境を保つことは，とても

困難です｡ 

 また，近年は，地域課題の解決を目指し，支えあい活動の自主運営も期待され

ています。 

 つまり，町会の活動は，自分たちの住んでいるまちを，自分たちで住みよい地

域社会を形づくるための役割を担っており，行政とともに住みよいまちをつくる

パートナーと言えます。 
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問２「町会未加入世帯の加入促進を図るための良い方法

はありませんか」 

 

 最近の時代背景が反映されてか，新たに町会区域内に引っ越してきた世帯が町

会に加入してもらえないケースが増えています。私たちは，より良い地域社会づ

くりのために努力をしていますが，何か良い方法はないでしょうか。 

 

答 「町会活動の大切さや楽しさを伝えることが必要で

す」 

 

 町会未加入世帯に関することは，多くの町会で御苦労されていることと思いま

す。特に近年は，都市化が進むとともに住民の意識も変化し，町会に加入しない

方が増えているようです。 

 まずは，町会活動の楽しさや，防犯灯やごみ集積所の管理等，町会が担ってい

る役割を知ってもらえるように，若い世代や子供のいる世帯も参加しやすい行事

を実施したり，町会の広報紙を未加入世帯の方にも配布するなどしてみてはいか

がでしょうか。 

 また，町会に加入していない方々の声を聞いてみることも何かのヒントになる

かもしれません。地域のために一生懸命に活動しておられる役員の方々にとって

はとても残念な御意見もあるかもしれませんが，今後の町会活動を進めるうえで

活かしていただければ，より多くの住民が参加する町会活動につながるものと思

います。 

 令和４年度より，柏市ホームページから町会への加入希望の電子申込を開始し

ました。電子申込の受付をした場合，地域コミュニティ課より町会等へ情報提供

させていただきます。 
https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/chokai/kanyu/platform.html 

 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 

柏市ホームページ 電子加入フォーム 
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柏市ホームページでは，外国語版チラシ（英語，中国語，韓国語，ベトナム語）

のほか各町会ごとにカスタマイズできるチラシもございます。また，地域コミュ

ニティ課窓口にてチラシを用意してます。ぜひ御活用ください！! 

             「柏市ホームページ 加入促進チラシ」 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/chokai/kanyu/tool.html 

 

１ 町会加入促進チラシ（Ａ４縦両面カラー） 
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２ 町会加入促進チラシ（Ａ４縦両面カラー・編集可能） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本手引作成用に加工したため，実際のものよりも低品質な画像となっております。 
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３ 町会加入促進ポスター（Ａ３カラー） 
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４ 町会・自治会・区加入促進ハンドブック（訪問担当者向け）（Ａ５冊子） 

 

 

５ 町会・自治会・区加入促進の手引き～役員向け～（Ａ４冊子）
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問３「町会と行政は，どのような関係にあるのです

か」 

 

 町会は，市役所との連絡や調整が多く，行政の下請け機関的にみる人も多いよ

うですが，町会と市とはどのような関係が望ましいと考えていますか。 

 

答 「町会と行政は対等な立場であり，地域をより良

くするために相互に補完しあう関係です。」 

 

 

 

 

 町会は，住民でつくられた自主的な自治組織であり，地域活動の代表ともいえ

ます。行政とは対等の立場であり，下部機関ではありません。 

 地域社会に求められていること・必要としている人たちのために，行政が出来

ること，町会だからこそ出来ることがあります。 

 変化し続けるこれからの地域をより良くするためには，町会と行政は相互に補

完し合い，連携していくことが必要不可欠であると考えます。 

 市が，地域の自治組織である町会に依頼する代表的な事項（行政連絡業務）と

しては， 

○行政連絡資料（柏市からの連絡資料等）の配布・回覧・掲示 

○ごみ集積所の設置管理と資源回収 

○共同募金や社会福祉協議会への協力 

○行政が委嘱する委員の推薦（民生委員・児童委員，国勢調査員，投票立会人，

健康づくり推進員等々）があります。 

 また，地域社会の互助組織としての町会の本来的な役割であった，自主防災の

組織化，防犯灯の設置管理など，今では安全で安心なまちづくりの一環として，
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行政活動との境目が曖昧になり，共に一定の役割を分け合う分野もあります｡ 

 一方では，地域課題の解決のため，町会だけでは解決することが難しいものに

ついては，行政機関への要望を行うことにより，行政が町会の補完をする役割を

持っています。 

○道路・交通に関するもの 

○防犯・防火に関するもの 

○ごみ問題など地域環境に関するもの 

などが代表的な要望です｡ 
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問４「町会長は男性が多いようですが，男性の方が向い

ているのですか」 

 

 町会長は，男性ばかりと聞いたのですが，女性では町会長になれないのでしょ

うか。 

 

答 「特に男性の方が向いているということはありませ

ん。柏市では町会の役員の女性の登用を推進して

います」 

 

 現在（令和８年４月１日），市内には２９４町会ございますが，令和７年度の

町会長のうち女性の町会長は３２名いらっしゃいます。 

 男性ばかりが多いと女性が声をあげにくいということはあるかもしれませんが，

男性が向いているということはありません。 

 市では，役員会や審議会などの意思決定分野への女性の積極的な登用を推進し

ています。町会長の選任にあたっても，御配慮をいただきたいと思います。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎共生交流推進課  ℡：７１６７－１１２７ 
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問５「町会長等会議の内容について説明してください」 

 

 柏市では，市内全域の町会長等による「柏市町会長等会議」というものを開催

しているそうですが，どのような内容の会議なのでしょうか。 

 

答 「市の政策の説明だけでなく，町会等の活動を通し

て情報共有や意見交換などを行っています」 

 

 「柏市町会長等会議」は町会等の現状を共有していただく“場”であり，町会

との良好な関係の構築と連携をより一層強め，円滑な市政運営を図ることを目的

として開催をしております。  

 この会議では，市の施策や地域全域に関わるお知らせを御案内します。また，

町会等の活動や取り組みの紹介を通して情報共有・意見交換などを行います。 

 令和８年度は，地域の皆様が参加しやすい環境を整えるとともに，地域の声を

直接伺う機会を増やすことを目的として，メイン会場での開催に加え，地域会場

でも会議を開催することとしました。開催時期は，６月～７月を予定しており，

町会長あてに御案内しております。なお，町会長会議の開催方法については，引

き続き検討してまいります。 

 

 さらに，平成２５年度から町会用務の基礎的なことをお伝えする勉強会として，

新任町会長勉強会を年度初めに実施しています。 

 新たに町会長になられた方々に御利用頂ければと思います。（毎年３月１日に

町会長あてに御案内しております） 

 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問６「行政連絡業務交付金とは，どのようなものです

か」 

 

 町会には，市から「行政連絡業務交付金」というものが毎年交付されています

が，この制度について説明してください。 

 また，交付金の使途は決められているのでしょうか。 

 

答 「行政連絡業務交付金とは，市が町会にお任せする

業務に対する交付金であり，その使途は住民の皆

様に決めていただいております」 

 

 市は，各町会に行政連絡資料の配布・回覧・掲示や各種委員の推薦等の行政連

絡業務をお願いしています。 

 こうした業務について市は，行政連絡業務交付金として各町会に毎年交付して

います。 

 当該交付金の使途については，町会の会計に計上した上（総会資料で収入とし

て報告）で，各町会にお任せしていますが，会員のみなさんで十分協議して決定

していただきたいと思います。 

 参考として，主な使途には，次のような例が考えられます。 

○町会の運営費として使用する。 

○町会長や役員の必要経費等の実費弁償として使用する。 

○実際に行政連絡業務に携わった方の経費として使用する。 

 なお，平成２７年度からは行政連絡業務交付金と自主防災組織運営補助金・Ｋ

－Ｎｅｔ等運営補助金を統合いたしました（詳細は「★交付金の積算」を参照）

（注１）。 

 （注１）行政連絡業務交付金の関係書類については以下のＵＲＬもしくは二次元コードを御参照下さい。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/chokai/hojo/yoshiki.html  

 



18 

 

★交付金の積算…①②③④の合計額とします。 

 ①均等割 

  ア：町会世帯数が４００世帯までの町会 

     ・１７，５００円 

  イ：町会世帯数が４００世帯を超える町会 

     ・アに４００世帯ごとに１７，５００円を加算した額 

 ②世帯割 

  配布可能世帯数に３００円を乗じて得た額 

 ③自主防災組織運営加算 

  ア：町会世帯数が４４９世帯までの町会 

     ・基本額２０，０００円 

  イ：町会世帯数が４４９世帯を超える町会 

     ・基本額＋(４４９を超える５０世帯ごとに１，０００円加算)， 

      上限４０，０００円 

 ④Ｋ－Ｎｅｔ等運営加算 

  ２０，０００円（３回まで） 

 

積算例（町会世帯数６２０世帯の場合で， 

    自主防災組織設立済み・Ｋ－Ｎｅｔ等運営参加済み） 

  ①均等割 

   １７，５００円＋１７，５００円＝３５，０００円 

  ②世帯割 

   ６２０世帯×３００円    ＝１８６，０００円 

  ③自主防災組織運営加算      ２４，０００円 

  ④Ｋ－Ｎｅｔ等運営加算      ２０，０００円 

  ①＋②＋③＋④＝２６５，０００円 …交付額 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問７「各種委員の推薦には，どのようなものがあります

か」 

 

 先日，市から「民生委員・児童委員」の推薦依頼がありました。前任の町会長

に聞いたところ，他にもいくつかの委員などの推薦依頼があるとのことでした。

具体的にどのようなものがあるのでしょうか。 

 

答 「次のような委員や調査員の推薦をいただいていま

す」 

 

★民生委員・児童委員（⇒９０～９１ページ参照） 

 【委嘱者】厚生労働大臣  

 【任期】３年(令和７年１２月１日～令和１０年１１月３０日) 

 【推薦依頼時期】令和１０年５月 (任期満了に伴う一斉改選) 

  ※欠員となっている場合の推薦は，時期を問わず随時受付 

 【職務】 

 １ 地域住民の相談に応じ，関係機関につなげます。 

 ２ 高齢者への声かけ訪問を行い，ゆるやかに見守ります。 

 ３ 地域での孤立を防ぐため，子育てサロンや交流の場を促します。 

 ４ 毎月１回，地区の民生委員が集まって情報交換や研修を行います。 

 【補足】 

 １ 民生委員児童委員は町会・自治会・区等に推薦を依頼 

 ２ 主任児童委員はふるさと協議会に推薦を依頼 

 【問い合わせ】 福祉政策課  ℡：７１６７－１１３１ 
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★柏市民健康づくり推進員（⇒９２～９３ページ参照） 

 【委嘱者】柏市長  

 【任期】３年 

 【次回推薦依頼時期】令和８年７月頃（予定） 

 【職務】 

 １ 市民の生涯を通じた地域ぐるみの健康づくりの実施 

 ２ 地域ぐるみの子育て支援（赤ちゃんのつどい等）の実施 

 ３ 健康づくり・子育て支援に関する情報の収集及び提供 

 ４ 健康づくり・子育て支援に関する各種研修会への参加 

 ５ その他市民の主体的な健康づくりに関し必要な事項 

 【問い合わせ】 健康増進課  ℡７１６７－１２５６ 

★投票立会人 

 【委嘱者】柏市選挙管理委員会委員長 

 【任期】選挙期日毎に委嘱 

 【職務】投票所の投票立会い 

 【補足】町会・自治会・区等に推薦を依頼 

 【問い合わせ】 選挙管理委員会事務局  ℡７１６７－１０９２ 

★柏市明るい選挙推進委員 

 【委嘱者】柏市選挙管理委員会委員長 

 【任期】２年 

 【次回推薦依頼時期】令和９年１２月 

 【職務】 

 １ 平常時における啓発活動 

 ２ 選挙時における啓発活動 

 ３ 期日前投票所の投票立会い 

 ４ 小学校等における出前授業（模擬投票） 

 ５ 白ばらかしわの編集 

 【補足】ふるさと協議会に推薦を依頼 

 【問い合わせ】 選挙管理委員会事務局  ℡７１６７－１０９２ 
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★柏市防災推進員（自主防災組織のある町会のみ） 

 【委嘱者】柏市長  

 【任期】１年 

 【次回推薦依頼時期】令和９年３月頃 

 【職務】 

 １ 自主防災組織への知識及び技術の普及 

 ２ 地区災害対策本部と自主防災組織間の災害情報伝達 

 ３ その他防災活動の推進に関して必要な事項 

 【問い合わせ】 防災安全課  ℡７１６７－１１１５ 

★柏市消費生活コーディネーター 

 【委嘱者】柏市長  

 【任期】２年 

 【次回推薦依頼時期】令和9年１０月頃 

 【職務】 

 １ サロン等での啓発活動 

 ２ 消費者講座の企画及び実施 

 ３ 消費生活に関する情報の収集及び提供 

 ４ 消費生活に関する研修会等への参加 

 【問い合わせ】 消費生活センター  ℡７１６３－５８５３ 

※他にも次のような委員などを町会またはふるさと協議会等の地域から推薦いた

だくことがあります。 

 例：国勢調査調査員，防犯指導員，応急給水応援者 等 

※掲載している委員の推薦依頼の中には，各ふるさと協議会等に委員の推薦など

をお願いしている場合がありますが，地域から推薦を頂いているため，参考の

ため掲載しています。 

 

 令和７年度より柏市からふるさと協議会及び各町会・自治会・区へ推薦を依頼 

する委嘱委員の情報を柏市ホームページで公開しております。 

 各委員の概要について掲載しておりますのでぜひ御覧ください。 

          「柏市ホームページ 委嘱委員の推薦一覧」 
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 また，令和６年度から３月１日の行政連絡便において，各町会長等へ次年度推 

薦依頼がある委員の一覧を送付しております。 

 

令和８年３月１日送付内容↓ 
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問８「行政連絡資料について説明してください」 

 

 行政連絡資料には，どのようなものがあるのでしょうか。また，どのように送

付されてくるものなのかも説明してください。 

 

答 「行政連絡資料には，主に次のようなものがありま

す」 
 

 市民の皆さんへのお知らせは，原則として「広報かしわ」を利用しています。

しかし，市から戸別に配布しなければならないものや必要な事項については，行

政連絡便を用いて，各町会に行政連絡資料の配布，回覧及び掲示をお願いしてい

ます。 

 送付先の指定は，毎年５月中に世帯数などとともに御報告いただきますが，御

連絡をいただければ年度途中での変更も可能です。 

 また，世帯数の多い町会の送付先は，概ね４００世帯を基準として分けること

も可能です。 

 なお，予定される行政連絡資料には，主に次のようなものがあります。 

 

●ごみ出しカレンダー 

●ゴミゼロ運動のお知らせ 

●地域福祉の情報誌 紙ひこうき   等  々

 

※行政連絡資料に加えて，会長あてのお知らせをお送りしています。 

※町会には，柏市からの行政連絡資料以外にも，警察などの行政機関やふるさと

協議会，民間の業者から直接回覧依頼がされてくることもあります。 
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★送付日 

 5月、7月、9月、11月、3月のいずれも1日 

 ※緊急の場合等には，一部資料を臨時便で送付する場合があります。 

 

★送付方法 

 宅配業者により，指定先に送付します。 

 

★行政連絡資料の流れ（例） 

 

市

各

部

署

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

課

宅

配

業

者

町

会

長

町
会
配
布
担
当
者

班

長

班

会

員  

 

★回覧板 

 回覧板を破損・紛失等した場合は，地域コミュニティ課まで御相談下さい。必

要枚数を無償でお渡しいたします。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問９「ふるさと協議会について説明してください」 

 

 私たちの町会は，当地域のふるさと協議会に参画していますが，このふるさと

協議会とは，どのような目的を持った組織ですか。また，町会との関連について

も説明してください。 

 

答 「町会の枠を越えた地域コミュニティづくりの中心

的な担い手として期待されています」 

 

 ふるさと協議会は，昭和５５年以降，地域の身近な近隣センターを活動拠点と

して，ふるさと運動の推進及びコミュニティの育成を目的とする団体として各地

域に設立されました。 

 ふるさと協議会は，町会の役員のほか老人クラブ，子ども会，制度ボランティ

アなど多様な構成員からなる組織となっています。 

 また，協議会は町会の枠を越えた地域コミュニティづくりの中心的な担い手と

して，広報紙の発行や夏祭り・文化祭など各種の事業を展開しているだけでなく，

環境・保健福祉・防災・文化など多岐の分野にわたり，協力をいただいている団

体です。 
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専
門

部
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成

員

連
携

・
支
援

役員会

○○地域ふるさと協議会

町会等役員及び構成員（推薦者），
民生委員・児童委員，地域づくり推進員，

老人クラブ，子ども会，PTAなど

地域内の町会・自治会・区

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

地
区

社
協
部

近隣センター
市民活動
　　支援課

教育委員会他 環境部 防災安全課
福祉部
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総
務

広
報
部
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育
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防
犯

防
災
部

★ふるさと協議会のタイプ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

  ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 

 地域 

コミュニティ課 
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■コミュニティエリア図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア番号 地 域 名 エリア番号 地 域 名 

① 田中地域 ⑫ 永楽台地域 

② 西原地域 ⑬ 増尾地域 

③ 富勢地域 ⑭ 光ケ丘地域 

④ 松葉町地域 ⑮ 南部地域 

⑤ 高田・松ヶ崎地域 ⑯ 藤心地域 

⑥ 豊四季台地域 ⑰ 酒井根地域 

⑦ 柏中央地域 ⑱ 手賀地域 

⑧ 新富地域 ⑲ 風早南部地域 

⑨ 旭町地域 ⑳ 風早北部地域 

⑩ 新田原地域 ㉑ 柏の葉地域 

⑪ 富里地域  

㉑ 

柏の葉地域 
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★コミュニティエリア地域別一覧 

地域名 
協 議 会 名 称 

（地域の近隣センター） 
コ ミ ュ ニ テ ィ エ リ ア 内 の 町 会 ・ 自 治 会・ 区 

田中地域 
田中地域ふるさと協議会 

（田中近隣センター） 

花野井町会，東花野井町会，花山町会，中花崎町会，柏ビレジ自治

会，大室町会，中野台町会，柏市若柴町会，新若柴町会，正連寺町

会，小青田町会，船戸町会，山高野町会，大青田町会，東十余二町

会，ラプリマチッタ自治会，レクセル柏たなかサニープレイス管理組

合，ラ・カンパーニャ自治会，CO・CO・LO COURT自治会  

西原地域 
柏市西原地域ふるさと協議会 

（西原近隣センター） 

柏市西原町会，柏市西原第四町会，西原第五町会，西原第六町会，柏

市南江戸川台町会，柏市伊勢原町会，十余二緑町町会，新青田町会，

萩の台町会，柏住宅自治会，西柏台第二町会，西柏台明光町会，柏ハ

イライズ自治会，シティパラス柏自治会，デュリエ江戸川台自治会，

大青田５８町会，パームスコート柏初石町会 

富勢地域 
柏市富勢地域ふるさと協議会 

（布施近隣センター） 

布施新田町会，荒屋敷町会，新屋敷町会，寺山町会，土谷津町会，古

谷町会，利根町会，前原町会，布施新町町会，北柏町会，根戸上町

会，柏市根戸中町会，根戸下町会，根戸グリーンタウン自治会，髙野

台町会，ウェルフェアグリーン柏自治会，宿連寺町会，コープ野村北

柏自治会，ウィンザーハイム北柏ガーデン自治会，柏市北柏台町会 

松葉地域 
松葉町地域ふるさと協議会 

（松葉近隣センター） 

松葉町一丁目第一町会，松葉町二丁目町会，松葉三丁目町会，松葉町

四丁目第二町会，松葉町五丁目第一自治会，松葉町五丁目町会，松葉

町六丁目町会，松葉町七丁目町会，松葉町一丁目第一自治会，松葉町

四丁目第一町会，松葉町五丁目第三町会，グランヴィル松葉自治会，

北柏ライフタウン松葉町一丁目第二団地管理組合，北柏ライフタウン

松葉町一丁目第三団地管理組合，北柏ライフタウン松葉町五丁目第二

町会，コープタウン北柏自治会，北柏ライフタウン住宅，エステ・コ

ート北柏自治会 

高田・松ヶ崎地域 
柏市高田・松ヶ崎地域ふるさと協議会 

（高田近隣センター） 

高田町会，松ヶ崎町会，梅林町会，香取台町会，松ヶ丘町会，熊野台

町会，寿町会，めじろ台町会，クレスト柏自治会，オーベル柏管理組

合，ミックスガーデン自治会，ミックスガーデン柏の葉自治会，コミ

ュニティー八幡町会，ソラタウン自治会 

豊四季台地域 
柏市豊四季台地域ふるさと協議会 

（豊四季台近隣センター） 

豊四季台団地自治会，篠籠田町会，四季原町会，今泉台町会，サルビ

ア会，八ツ原町会，かやの町会，柏市西町町会，柏市明原町会，あけ

ぼの町会，桃山町会，千代田橋町会，メイツ柏自治会，グラッドヒル

ズ柏自治会，グラッドヒルズ柏Ⅱ自治会 

柏中央地域 
柏市柏中央地域ふるさと協議会 

（柏中央近隣センター） 

戸張町会，羽黒台町会，東台町会，宮前町会，柏グリーンハイツ自治

会，呼塚町会，下町会，葉山町会，幸町町会，仲町会，元町町会，柏

上一丁目町会，柏上二丁目町会，柏上三丁目町会，桜台町会，東町

会，東一丁目町会，東一丁目第二町会，エステート荒工山自治会，ガ

ーデンヒルズ自治会，ソフィア柏町会，デュオガーデン柏見晴らしの

丘自治会 

新富地域 
柏市新富地域ふるさと協議会 

（新富近隣センター） 

新富町町会，つばめ自治会，富士見町町会，豊四季町会，南柏町会，

南柏第一住宅自治会，吉野町会，豊上町会，ベルシェ柏自治会 

旭町地域 
柏市旭町地域ふるさと協議会 

（旭町近隣センター） 

旭町町会，あさひ北部自治会，気象大学校智明寮町会，向原町会，三

区二丁目町会，末広町会，小柳町町会，プラウドシティ柏自治会 

新田原地域 
柏市新田原地域ふるさと協議会 

（新田原近隣センター） 

東柏町会，刈込町会，東二丁目町会，東三丁目町会，弥生町会，八幡

町会，関場町会，あかね町町会，柏ハイム自治会，大塚町会，千代田

町会，ライオンズマンション柏シティ第２管理組合，ヴェルデヴィー

タ柏の杜自治会，八幡ハイツ自治会 

富里地域 
柏市富里地域ふるさと協議会 

（富里近隣センター） 

富里町会，栄町町会，通一丁目町会，泉町町会，緑ヶ丘町会，豊町東

町会，豊町西町会 

永楽台地域 
柏市永楽台地域ふるさと協議会 

（永楽台近隣センター） 

永楽台町会，亀甲台町会，新あかね町会，柏市常盤台町会，柏市ひば

りが丘町会，日立台町会，東豊住町会 

増尾地域 
柏市増尾・新柏地域ふるさと協議会 

（増尾近隣センター） 

増尾町会，増尾東映自治会，増尾東映第二自治会，第一住宅増尾団地

自治会，あざみ町会，白鷺町会，東武なかはら団地自治会，増尾日立

自治会，木戸前町会，松野台自治会，名戸ヶ谷町会，加賀町会，南ヶ

丘自治会，新柏二丁目第一自治会，新柏二丁目第二自治会，新柏三丁

目自治会，新柏住宅自治会，サンパセオ新柏管理組合，サンパセオ新

柏アネックス管理組合 
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地域名 協 議 会 等 名 称 コ ミ ュ ニ テ ィ エ リ ア 内 の 町 会 ・ 自 治 会・区 

光ケ丘地域 
柏市光ケ丘地域ふるさと協議会 

（光ケ丘近隣センター） 

光ケ丘団地自治会，光ケ丘東部町会，光ケ丘中部町会，東山町会，柏

市中新宿町会，東中新宿町会，グリーンハウス南柏自治会，柏市つく

しが丘町会，中原町会，豊住町会，今谷南町会，今谷上町町会，豊原

町会，光ケ丘第２エステート町会，ホームタウン増尾住宅管理組合，

柏中原県営住宅自治会，ヒルズフォート柏自治会 

南部地域 
柏市南部地域ふるさと協議会 

（南部近隣センター） 

南増尾町会，桜ケ丘町会，新栄町町会，逆井町会，小新山町会，三俣

町会，逆井南町会，柏市南部町会，松の井町会，柏南町会，南逆井協

栄町会，柏市野沢町会，逆井仲町町会，向山町会，新並木町会，逆井

団地管理組合，柏ファミールハイツ増尾自治会，ライオンズステージ

常盤平自治会，フェアフィールド常盤平町会，柏逆井県営住宅自治会 

藤心地域 
柏市藤心地域ふるさと協議会 

（藤心近隣センター） 

藤心第一町会，藤心第二町会，藤心第三町会，藤心第四町会，藤心グ

リーン団地町会，藤心葉貫台町会，柏サンハイツ自治会，サンライフ

柏台町会，柏楽園町会，三愛町会，逆井北町会，逆井藤ノ台町会，ガ

ーデンコート柏自治会，ファミールハイツ逆井自治会，逆井町会 

酒井根地域 
柏市酒井根地域ふるさと協議会 

（酒井根近隣センター） 

酒井根町会，酒井根東町会，西山町会，酒井根四季美自治会，モアス

テージ柏自治会，わらびケ丘町会，ビューパレー南柏自治会，青葉台

ドレミ自治会，青葉台ソラリス自治会 

手賀地域 
柏市手賀地域ふるさと協議会 

（手賀近隣センター） 

布瀬区，手賀区，片山区，柳戸区，泉区，金山区，若白毛区，鷲野谷

区，岩井区 

風早北部地域 
柏市風早北部地域ふるさと協議会 

（沼南近隣センター（暫定）） 

箕輪区，手賀の杜自治会，五條谷区，大井区，大島田区，大津ケ丘一

丁目町会，大津ケ丘二丁目町会，大津ケ丘三丁目町会，大津ケ丘四丁

目町会，大津ケ丘サンパワー（Ａ棟～Ｃ棟），大津ケ丘第一住宅管理

組合，大津ケ丘第二住宅管理組合，大津ケ丘第三住宅管理組合，大津

ケ丘第四住宅管理組合，大津ケ丘第五住宅管理組合，グランシティ大

津ケ丘団地管理組合，プロムナード大津ケ丘団地管理組合，大津ケ丘

中央 1978 会，塚崎区，塚崎二丁目自治会，塚崎三丁目自治会，塚

崎パークヴィラ自治会，リバティーヒル柏自治会 

風早南部地域 
柏市風早南部地域ふるさと協議会 

（高柳近隣センター） 

藤ケ谷区，藤ケ谷新田区，高柳区，中ノ牧自治会，しいの木台区，自

衛隊，日の出町会 

柏の葉地域 柏市柏の葉地域ふるさと協議会 

柏の葉一丁目自治会，柏の葉二丁目町会，柏の葉三丁目町会，柏の葉

キャンパス一番街町会，柏の葉キャンパス二番街町会，柏の葉公園東

町会 

※１ 各協議会・町会等の名称は，令和８年４月現在のものです。 

※２ 協議会の構成団体とは，異なります。 
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問 10「町会の年間行事や活動には，どのようなものが

あるのでしょうか」 

 

 町会の活動は，とても多岐にわたっていますが，実際にはどのような行事や活

動があるのでしょうか。 

 

答 「ある町会の年間活動記録は，次のようになってい

ます」 

 

 【町会活動記録：例】 

     

５
月 

           

４
月 

・
ご
み
ゼ
ロ
運
動 

 

・
健
康
づ
く
り
講
座 

 

・
町
会
役
員
会 

 

・
老
人
ク
ラ
ブ
定
例
会 

 

・
ふ
る
さ
と
協
議
会
役
員
会 

  

金
の
交
付
申
請 

・
防
犯
灯
等
維
持
費
補
助 

 

・
地
区
社
協
役
員
会 

  

・
防
犯
協
会
本
部
監
査 

 

・
地
区
青
少
協
役
員
会 

  

・
ふ
る
さ
と
協
議
会
総
会 

 

・
町
会
定
期
総
会 

 

・
町
会
ク
リ
ー
ン
デ
ー 

  
の
交
付
申
請 

・
資
源
回
収
報
償
金 

   

の
交
付
申
請 

・
行
政
連
絡
業
務
交
付
金 

 

・
町
会
役
員
会 

 

           

７
月 

     

６
月 

・
子
ど
も
会
テ
ニ
ス
大
会 

  

金
の
交
付
申
請 

・
掲
示
板
等
設
置
費
補
助 

 

・
町
会
ク
リ
ー
ン
デ
ー 

 

・
ふ
る
さ
と
協
議
会
研
修
会 

 

・
夏
祭
り
，
花
火
大
会 

 

・
夏
祭
り
実
行
委
員
会 

 

・
子
ど
も
会
総
会 

 

・
町
会
，
自
治
会
長
会
議 

 

・
町
会
役
員
会 

 

・
班
長
会
議 

   

・
老
人
ク
ラ
ブ
研
修
会 

 

・
簡
易
保
険
会
議 

  

ン
グ
講
習
会 

・
健
康
づ
く
り
ウ
ォ
ー
キ 

 

・
夏
祭
り
実
行
委
員
会 

  

町
会
加
入
説
明
会 

・
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の 

 

・
地
区
青
少
協
総
会 
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月 

        

９
月 

     

８
月 

 

・
ふ
れ
あ
い
運
動
会 

 
・
町
会
役
員
会 

 

・
上
半
期
決
算
監
査 

  

・
ふ
る
さ
と
協
議
会
役
員
会 

 

・
班
長
会
議 

 

・
運
動
会
実
行
委
員
会 

  

校
交
流
会 

・
老
人
ク
ラ
ブ
，
小
中
学 

 

・
町
会
役
員
会 

 

・
防
災
訓
練 

 

・
青
年
会
研
修
会 

 

・
地
区
社
協
役
員
会 

 

・
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会 

  

掃
除 

・
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
大 

 

・
自
主
防
災
組
織
定
例
会 

 

・
町
会
役
員
会 
 

・
夏
祭
り
反
省
会 

 

      
 

月 

          
 

月 

 

・
年
末
パ
ト
ロ
ー
ル 

  

会 

・
子
ど
も
会
お
し
る
こ
大 

 

・
町
会
役
員
会 

 

・
地
区
青
少
協
星
空
観
察
会 

   

・
近
隣
セ
ン
タ
ー
祭
り 

  

グ
大
会 

・
地
区
社
協
ウ
ォ
ー
キ
ン 

 

・
文
化
祭 

 
・
地
区
青
少
協
役
員
会 

 

・
老
人
ク
ラ
ブ
定
例
会 

 

・
ふ
る
さ
と
協
議
会
役
員
会 

 

・
班
長
会
議 

 

・
町
会
役
員
会 

   

の
交
付
申
請 

・
資
源
回
収
運
動
報
償
金 

 

・
町
会
ク
リ
ー
ン
デ
ー 

 

・
文
化
祭
実
行
委
員
会 

 

     

３
月 

    

２
月 

      

１
月 

 

・
町
会
広
報
発
行 

 

・
地
区
青
少
協
役
員
会 

 

・
自
主
防
災
組
織
研
修
会 

 

・
班
長
会
議 

 

・
町
会
役
員
会 

  

・
ふ
る
さ
と
協
議
会
役
員
会 

 

・
地
区
社
協
役
員
会 

 

・
老
人
ク
ラ
ブ
定
例
会 

 

・
町
会
役
員
会 

  

・
町
会
ク
リ
ー
ン
デ
ー 

  

会 

・
子
ど
も
会
も
ち
つ
き
大 

 

・
町
会
新
年
会 

 

・
班
長
会
議 

 

・
町
会
役
員
会 

  

・
歳
末
た
す
け
あ
い
募
金 

  
掃
除 

・
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
大 

 

※実際の町会活動は，この他にも様々なものがあります。 

 また，市役所との連絡調整や行政連絡資料の配布，町会員の相談受付など，会

長や役員さんの活動も多岐にわたっているようです。 

１０ 

１１ １２ 
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問 11「町会員の個人情報の取り扱いに，どのような注

意が必要ですか」 

 

 私どもの町会は，会員相互の連絡用として，毎年会員の住所，氏名，電話番号，

勤務先等を記載した会員名簿を作成し会員に配付しています。町会員の個人情報

の取り扱いについて，どのような注意を必要としますか。 

 

答 「町会の会員名簿を作成するために，個人情報を利

用し，町会の各会員に配付することを会員に周知

して，会員の同意を得ておく必要があります」 
 

 個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）は，個人情報

の保護に関する基本的な事項と，個人情報を取り扱う事業者の義務を定めていま

す。 

 個人情報保護法では，５千人を超える個人情報を業務に利用している者を「個

人情報取扱事業者」と位置づけていましたが，平成２９年５月３０日から人数の

要件がなくなり，町会も「個人情報取扱事業者」と位置づけられることとなりま

した。具体的には，次のような義務が設けられています。 

①あらかじめ利用目的をできる限り特定し，利用目的の達成に必要な範囲内だけ

で個人情報を取り扱う。 

②個人情報は，適正な方法で取得し，取得時に利用目的を通知し，又は公表する。 

③個人情報を正確かつ，最新の内容に保つよう努め，安全管理措置を講じ，従業

者及び委託先を監督する。 

④本人の同意なく，第三者に個人情報を提供しない。 

⑤利用目的を本人の知り得る状態に置き，本人の求めに応じて個人情報の開示，

訂正又は利用停止を行う。 

⑥苦情があったときは，適切な処理に努める。 
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◎会員名簿作成上の留意点 

①個人情報を収集するに当たり，会員間の信頼の確保や不安の解消のためにも基

礎的なルールを定め，合意形成を相互に図っておくことが重要です。 

 また，合意されたルールは会則や規約等において明文化することにより，個人

情報保護の実効性が高まるとともに，責任者等が交代した場合であっても個人

情報に配慮した画一的な処理が可能になります。 

 具体的なルールには（ア）作成の目的（災害時の安否確認，会員間の親睦な

ど），（イ）配付先，（ウ）管理方法（責任者・副責任者の選定，収集した情

報の保管場所など），（エ）必要となる個人情報の収集方法（収集責任者は誰

か，口頭若しくは書面又は電子メールのいずれにより収集するのか，収集する

範囲は家族全員か世帯主だけか），（オ）個人情報の保存年限，（カ）不要と

なった個人情報の返却，廃棄，削除に関する定め などがあります。 

 なお，定められたルールは，少なくとも年に１回は全会員に周知することが大

切です。 

②会員名簿に記載する事項については，名簿が果たす役目に応じてその範囲を十

分に検討する必要があります。町会事務局としてある程度の範囲の情報を把握

しておくことが必要な場合もあると考えられますが，会員相互の連絡のための

配付用の名簿であれば，必要最小限の情報だけで十分な場合もあると考えられ

ます。 

③個人情報の名簿への記載を希望しない方については，申出者から町会事務局へ

個別に連絡をするよう依頼するとともに，災害発生時や緊急時などにおいて必

要となる連絡手段について代替手段の要望を確認しておくことも重要です。 

④既に町会が保有している個人情報を利用し，会員名簿を作成する場合は，町会

だよりや連絡文書で会員に周知し，名簿への記載を希望しない方は，個別に町

会事務局に連絡してもらうようにすればよいと考えます。 

⑤名簿を会員以外の第三者（業者等）に提供することが予想される場合は，提供

の必要性を十分検討し，第三者へ提供する場合があることを事前に会員に周知

し，同意を得ておく必要があります。 

⑥会員名簿自体に「会員相互の連絡の用途以外には使用しないでください」とい

う注意書きを加えることは，会員の方の個人情報の保護に有効です。 
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⑦同意に基づく第三者へ情報の提供を実施した場合であっても，会員へは速やか

な周知（誰に提供したか，どんな目的で提供したのか）を行うことが，信頼関

係の維持のためにも重要です。 

※ 個人情報保護法の改正に合わせて，柏ビレジ自治会では，以下のとおり

個人情報の取扱方法を文書で定めました。 

  柏ビレジ自治会では，個人情報の利用目的を特定し，個人情報をあらか

じめ同意なく第三者へ提供しないことを定めていますので，参考にしてく

ださい。 

 

※個人情報保護法に関する御質問や疑問点については，個人情報保護委員会

の下記窓口に御相談ください。 

個人情報保護法相談ダイヤル 

０３－６４５７－９８４９ 

受付時間 土日祝日及び年末年始を除く ９：３０～１７：３０ 

【参考】 
柏ビレジ自治会個人情報取扱方法 

（目的） 

第１条 自治会が保有する個人情報の適正な取り扱いを定め、個人の権利・利益を保護することにより、

事業の円滑な運営を図る。 

（責務） 

第２条 自治会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、自治会活動において個人情報の保

護に努めるものとする。 

（周知） 

第３条 個人情報取扱方法は、総会資料に添付及び毎年１回回覧により会員に周知する。 

（個人情報の取得） 

第４条 自治会は、会長に提出された「入会申込書」「退会届」「住所変更届」「名義変更届」受理によ

り個人情報を取得するものとする。 

２ 入会申込書により会員から取得する個人情報は、氏名（家族、同居人を含む）、年齢（学年）、通学

先、性別、住所、支部、街区番号、電話番号、住居区分、その他会員が同意する事項とする。 

３ 退会届により会員から取得する個人情報は、氏名、支部、街区番号、住所、転居先、電話番号、その

他会員が同意する事項とする。 

４ 住所変更届により会員から取得する個人情報は、氏名、電話番号、移動日、新住所・旧住所の支部・

街区、小学生の子供の有無、その他会員が同意する事項とする。 

５ 名義変更届により会員から取得する個人情報は、変更前の世帯主氏名・届け人氏名、支部・街区・電

話番号、変更後の世帯主及び同居家族の続柄・氏名・年齢、その他会員が同意する事項とする。 

（利用） 

第５条 自治会は、次に掲げる目的に応じ、それぞれ当該各号に定める個人情報を利用するものとする。 
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(1) 自治会員の名簿作成・配布・管理、冠婚葬祭報告、高齢者や要援護者・若い世代の支援活動、自治

会規約第１３条に定める委員会活動 

氏名・性別・続柄（家族・同居人を含む）、住所・支部・街区番号、電話番号 

(2) 自治会費の請求・運営・管理、回覧板等による情報伝達、ゴミネット補助申請 

氏名（世帯主に限る）、住所・支部・街区番号、電話番号 

（管理） 

第６条 個人情報は会長又は総務部長が保管・管理するものとし、各種届書に依り取得した個人情報、そ

れらの情報に基づき作成した個人情報管理台帳、並びに個人情報開示履歴を記録した台帳を適正に管理

する。不要となった個人情報は、会長立会いのもと、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 

（提供） 

第７条 自治会は、保有する個人情報について、次に掲げる場合を除き、あらかじめ会員の同意を得ない

で第三者に提供しない。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

あるとき 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

(4）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき 

２ 自治会は、次に掲げる第三者に対し、それぞれ当該各号に定める個人情報を、あらかじめ会員の同意

を得た上で提供する。 

(1) 柏市柏ビレジ建築協定運営委員会、柏ビレジ第２・第３・第４建築協定運営委員会及び柏ビレジ花

野井建築協定運営委員会が会費の請求、新築及び増改築の審査、その他の建築協定の運営を行う場合 

氏名、住所・支部・街区番号、電話番号 

(2) 柏ビレジ緑地協定代表委員会が剪定、除草の申し入れその他緑地協定の運営を行う場合 

氏名、住所・支部・街区番号、電話番号 

(3) 子ども会が活動する場合 

小学生の子供の有無、年齢（学年）、性別、住所、支部、街区番号、電話番号 

(4) 諸団体が活動する場合 

自治会及び諸団体役員名簿 

(5) 外部業者が会員の委任を受けて、建築協定・緑地協定の遵守対応の為、活動する場合 

建築協定委員長・緑地協定委員長の氏名、住所・支部・街区番号、電話番号 
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問 12「町会の総会で近隣センターを利用したいのです 

    が，申し込みはどのようにすれば良いでしょう 

    か」 

 

答 「利用月の６ヶ月前から，各近隣センターの窓口で

申込みを受付します」 

 

 近隣センターは地域コミュニティの活動拠点として設置された施設です。町会

は，地域に貢献する「地域優先団体」として位置付けられています。ぜひ御活用

ください。 

休館日 
第３月曜日，年末年始（12月29日～1月3日）， 

施設・設備点検，館内清掃などの臨時休館日 

開館時間 午前9時～午後9時 

貸出時間 

沼南以外のセンター 

会議室・和室 

多目的ホール 
３時間 

体育室 ２時間 

料理実習室 ４時間 
 

沼南近隣センター（暫定） 

旧沼南保健 

センター 
４時間 

沼南庁舎会議室 
４時間 

（土日祝のみ） 
 

申込み受付 
利用を希望する月の６ヶ月前 

（2ヶ月前の2日～２３日を除く） 

申込み方法 
使用許可申請書に必要事項を記入の上，利用する近隣センターの窓口へ提出

してください。 

使用料 無料 

注意事項 

・各町会の所属するコミュニティエリア（２８～２９ページ参照）の近隣センタ

ーの御利用に限ります。 

・初めての御利用の際は，登録申請が必要です。各近隣センターの窓口へ，団体

登録申請書・構成員名簿を御提出ください。書類は柏市ホームページ，窓口に
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御用意しています。また，御登録の際は，代表者（町会長）の御本人と確認で

きる身分証明書類をお持ちください。 

・総会，定例会など町会の主催行事による利用に限ります。趣味的な活動や懇親

会などの場合は，使用料が有料となり，申込みは１か月前からとなります。 

 

 【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 13「地域のおまつりで公園を使用したいのですが」 

 

 町会の地域のおまつりで公園を使用したいのですが，どのようにすれば良いの

でしょうか。 

 また，公園の樹木に害虫が発生しているのですが，市で駆除をしてもらえるの

でしょうか。 

 

答 「町会の行事で公園を使用される場合は，事前に所

定の申請書を提出してください」 

 

 公園の中でやぐらを組んだり，テントを設置する地域のおまつりや自主防災組

織などによる防災訓練を行う場合は，事前に所定の公園使用及び占用に関する申

請書の提出をお願いします（申請書は公園緑地課窓口（柏市役所 分庁舎１ ３

階）にて，直接受取り又は柏市公園緑地課ホームページからダウンロードをお願

いします）。 

 柏市が管理する公園にある樹木の害虫駆除は，柏市公園緑地課が実施していま

す。なお，害虫駆除については，薬剤は原則使用しないこととし，捕殺等で対応

します。やむなく使用する場合には周辺への安全対策を第一に考え，事前周知の

徹底・飛散防止の実施などを行っています。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎公園緑地課  ℡：７１６７－１１４８ 
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問 14「地域のおまつりで屋台を設置し飲食物を提供し

たいのですが」 

 

 地域のおまつりで屋台を設置し飲食物を提供したいのですが，どのようにすれ 

ば良いのでしょうか。 

 また，屋台で火気を使用しますが何か市等へ届出が必要ですか。 
 

答 「食中毒予防の観点から「行事開催届」の提出をお

願いしています」 

   火気使用の場合は， 

  「「露店等の開設届出書」の届出及び消火器の準備

が必要です」 

 

 地域行事等において，一時的に施設を設け，不特定多数の者に食品を調理・販

売等する行為のうち，営業行為に当たらないものは，開催２週間前を目安に「行

事開催届」の提出をお願いしています。届出は柏市生活衛生課のホームページか

ら提出ができます。 

柏市ホームページ 「各種イベントで飲食物を販売する場合の届出」 
 

 屋台で取り扱える品目について 

・ 簡単な調理工程で完成し，提供の直前で加熱されるようなものとしてください。 

・ 品目数は１つの屋台につき１品目に限られます。   

・ １品目に併せて，飲料も提供可能です。 

※提供できる品目例については，上記の柏市ホームページを御覧ください。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎生活衛生課  ℡：７１６７－１２５９ 
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 また，火気器具（電気を熱源とするもので，器具の表面に可燃物が触れた場合

に可燃物が発火するおそれのないものを含む）を使用する場合，「露店等の開設

届出書」の届出及び消火器の準備が必要になります。届出書は柏市消防局のホー

ムページでダウンロードが可能です。詳しくは，火災予防課もしくはお近くの消

防署にお問い合わせください。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎火災予防課  ℡：７１３３－８７９２ 
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問 15「町会の予算は，どのように作ったら良いのでし

ょうか」 

 

 町会の予算を作成する場合の注意点などがあれば参考にしたいのですが。 

 

答 「予算の一例を掲載しますので，参考にしてくださ

い」 

 

 予算は，町会の年間事業計画を示すものであり，決算は，金額の使途を明らか

にするものでありますが，各々の町会で独自に作成されていますので，特にルー

ルなどはありません。 

 なお，予算を編成する場合，通常はひとつの会計だけで運営されていますが，

町会の実例を見ますと，例外として特に多額の費用を要するもの（ふるさとセン

ターの建設，自主防災組織会計など）につきましては，特別会計とされることも

あるようです。 

 参考までに，町会の予算書の代表的な事例（３００世帯）を次ページに掲載し

ましたので御覧ください。 

 また，総務省で「コミュニティ団体運営の手引き～自治会、町内会、その他地

域活動を行うグループの皆さまに～」を作成していますので，参考に御覧下さい。 

 

※総務省公式ホームページ 

『「コミュニティ団体運営の手引き」の作成』 

 

 左の二次元コード，もしくは下のURLから 

 閲覧できます。 

 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/ 

s-news/02gyosei08_000024.html 
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令和○○年度 ○○町会収支予算書 
【収入の部】                              （単位：円） 

科       目 本年度予算額 前年度予算額 積算根拠 

会       費 １，０８０，０００ １，０７２，８００ 300世帯×300円×12ヶ月 

交
付
金 

行 政 連 絡 業 務 

交 付 金 
１２７，５００ １０６，９００ 

均等割（17,500円） 

世帯割（300世帯×300円＝90,000円） 

自主防災組織運営補助金（一律20,000円） 

資源回収報償金 ２７０，０００ ２４０，０００ 90,000㎏×３円 

補
助
金 

防 犯 灯 

補 助 金 

維持費 11５，０００ １４５，０００ 既存（50灯×2,３00円） 

設置費 ６０，０００ ３３，０００ 新設（ＬＥＤ2灯×30,000円） 

掲 示 板 補 助 金 ４０，０００ ４０，０００ 新設（１基×40,000円） 

集 会 所 使 用 料 ３０，０００ ３０，０００ 200円×150件 

寄    付    金 ５５，０００ ５５，０００  

雑    収    入 １０，０００ １０，０００ 預金利息，その他 

前 年 度 繰 越 金 ６５，５００ ８０，０００ 前年度よりの繰越金 

合         計 １，8５３，０００ １，８１２，７００  

 

【支出の部】                              （単位：円） 
科       目 本年度予算額 前年度予算額 積算根拠 

事 
 

 
 

 
 

 

務 

事   務   費 ６０，０００ ６０，０００ 総会資料作成，役員会資料作成，班長会資料作成等 

会   議   費 ７０，０００ ７０，０００ 総会・役員会の湯茶代等 

消  耗  品  費 ６０，０００ ６０，０００ コピー用紙，文具その他事務用品，清掃用具代等 

交   通   費 ２０，０００ ２０，０００ 役員視察等 

水 道 光 熱 費 ３６，０００ ３６，０００ 集会所の電気水道代（3,000円×12ヶ月） 

通   信   費 ３６，０００ ３６，０００ 
集会所の電話代，ファックス代（3,000 円×12

ヶ月） 

渉   外   費 ５０，０００ ５０，０００ 他町会・自治会や協力団体との渉外費 

補 
 

 
 

 

助 

子   供   会 ５０，０００ ５０，０００ 子供会助成金 

老   人   会 ４５，０００ ４０，０００ 老人会助成金 

婦   人   会 ３０，０００ ３０，０００ 婦人会助成金 

地  域  団  体 

助  成  金 
４０，０００ ４０，０００ 

○○野球チーム（20,000円） 

○△サッカーチーム（20,000円） 

青   少   協 １５，０００ １４，９００ 300世帯×50円 

防 
犯 

消防団後援会費 ７５，０００ ７４，５００ 300世帯×250円 

防犯灯維持費等 １58，０００ １７９，２００ 
防犯灯電気代（８,000 円×12 ヶ月），防犯灯設

置費等 

自主防災組織 ２２０，０００ ２１０，０００ 備蓄物資購入代，防災訓練時諸費用等 

福 
 

祉 

祝   儀   金 ２０，０００ ２０，０００ 5,000円×４人 

弔 意 見 舞 金 ２０，０００ ２０，０００ 5,000円×４人 

社会福祉協議会 ９０，０００ ８９，４００  

共 同 募 金 費 ５５，０００ ５５，０００ 
日赤（25,000 円），歳末・赤い羽根（各

15,000円） 

そ 
 

の 
 

他 

広   報   費 １５０，０００ １５０，０００ 広報紙の印刷，写真代，取材費，掲示板設置等 

行   事   費 ２００，０００ １８０，０００ 運動会，もちつき大会，敬老会等 

夏 祭 り 助 成 金 １００，０００ １００，０００ 夏祭り実行委員会への助成 

修   繕   料 １５０，０００ １５０，０００ 集会所の修繕費 

保   険   料 ２０，０００ ２０，０００ 集会所火災保険 

予   備   費 ８３，０００ ５７，７００  

合         計 １，８５３，０００ １，８１２，７００  

 

 

 
 

参 考 
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問 16「町会のお金はどのように管理したらよいのでし

ょうか」 

 

 町会費として集金したお金や市から支払いを受けた交付金等はどのように管理

し，使途を決めたらよいのでしょうか。 

 

答 「お金の管理は透明性を確保し，使途は会員の皆さ

んで検討し，総会で予算として承認されることが

求められます」 

 

 町会費を集金する際は領収書を発行し，会員と町会の双方に証拠書類が残るこ

とが望ましいです。集めたお金は帳簿に記入の上，個人の財布とは別に管理し，

速やかに銀行口座に入金し，通帳と印鑑は別の人が管理してください。 

 また，町会費や市の行政連絡業務交付金等の収入は，会員の皆さんで支出内容

を検討することで納得を得ることができます。 
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問 17「町会への交付金や補助金制度には，どのような

ものがありますか」 

 

 柏市には，町会が受けられる交付金や補助金などの制度がいくつかあると聞き

ました。 

 町会に対する市のこれらの制度には，どのようなものがあるのでしょうか。簡

単に説明してください。 

 

答 「町会に対して次のような交付金，補助事業などを

行っています」 

 

 市では，町会の地域活動を助け，より一層のパートナーシップを築くために，

次のような補助金などの制度を設けています。 

 なお，それぞれの制度については，（ ）内のページに詳しく解説しています。 

 

《交付金制度》 

 ◎行政連絡業務交付金                ⇒ （１７ページ） 

 （自主防災組織運営加算金・Ｋ－Ｎｅｔ等運営加算金 ）⇒ （６１ページ） 

 ◎資源回収報償金                  ⇒ （８7ページ） 

《補助金制度》 

 ◎地域活動支援補助金                ⇒ （４７ページ） 

 ◎掲示板設置等補助金                ⇒ （５０ページ） 

 ◎ふるさとセンター整備事業補助金          ⇒ （５１ページ） 

 ◎自主防災組織設立補助金              ⇒ （６１ページ） 

 ◎防犯灯維持費補助金                ⇒ （７３ページ） 

 ◎防犯灯設置費・修繕費補助金            ⇒ （７４ページ） 

 ◎町会等サロン活動支援費              ⇒ （９6ページ） 

 ◎たすけあいサービス事業費補助金          ⇒ （９7ページ） 
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問 18「地域活動支援補助金について説明してくださ

い」 

 

 町会情報を共有するためのアプリの導入を考えています。このような地域課題

の解決に向けた取り組みに対して，地域活動支援補助金があると聞いたのですが，

どのような補助金制度でしょうか。 

 

答 「地域活動支援補助金は，地域課題の解決に積極的

に取り組む地域団体の活動を支援する補助金で

す」 

 

１ 事業目的 

  地域活動支援補助金は，地域課題の解決に積極的に取り組む地域団体の活動

を支援する補助金です。 

 

２ 対象とする団体 

 (1) ふるさと協議会 

 (2) 町会・自治会・区 

 

３ 対象事業（４分野） 

 (1) 環境美化・保全 

   地域環境の美化を図ることや，地域の自然環境の保全等に係る活動 

 (2) 防災・防犯 

   地域の災害対応力や防犯力を向上させる活動 

 (3) 交流イベント等 

   町会活動等への理解を促進させたり，住民の地域に対する愛着を強めたり

する活動 

 



48 

 

 (4) ICT環境整備 

   町会等活動の ICT活用に向けた環境整備 

 

４ 補助額等・補助対象経費 

 (1) 補助額等 

  ア 補助額 

    １回目：対象経費の１０分の９の額 

    ２回目・３回目：対象経費の１０分の８の額 

  イ 限度額 

    １００，０００円 

  ウ 回数 

    同一分野（交流イベント等を除く）につき３回まで 

    但し，「交流イベント等」分野については同一事業につき３回まで 

 (2) 補助対象経費 

   謝礼金・消耗品・備品・印刷費等 

   ※人件費は補助対象となりません。また，その他科目にも一部対象外経費

があるため，詳細は申請時に御確認ください。 

 

５ 応募時期・選考方法 

 (1) 地域活動支援補助金は２期制となっています。第１期は９月の行政連絡便

で募集を行い，第２期の募集を行う場合は，翌年度５月の行政連絡便で案内

をします。なお，必ずしも第２期の募集が行われる訳ではございませんので，

あらかじめ御了承ください。（下記のスケジュールを御参照下さい。ただし，

下記のスケジュールは目安であり，この期間に実施するというものではあり

ません）。 

  ≪第１期≫ 事前エントリー・事前相談・応募 ９月上旬～１１月 

        書類審査            ２月 

        選考結果通知          ３月 

       （事業実施期間  ４月１日～３月３１日） 

  ≪第２期≫ 事前エントリー・事前相談・応募 ５月上旬～下旬 
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        書類審査            ８月 

        審査結果通知          ９月  

       （事業実施期間  ９月以降の年度途中～３月３１日） 

(2) 選考方法 

  ア 事前エントリー・事前相談 

    応募団体は事前エントリーシートを提出の上，地域コミュニティ課の地

域づくりコーディネーターと事業内容について事前相談をしてください。 

    事前エントリー・事前相談は申請の必須条件であり，これらを経てない

場合は，申請ができないので，御注意下さい。 

  イ 申請 

    応募団体は地域コミュニティ課の地域づくりコーディネーターに申請書

類を提出してください。 

  ウ 書類審査 

 

６ 補足 

 (1) 令和８年度の地域活動支援補助金は，募集を終了しております。 

 (2) 令和８年度の地域活動支援補助金は，２０件の事業を採択いたしました。 

 

 (3) 令和９年度は，９月の行政連絡便にて詳細を御案内します。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 19「掲示板を設置する場合の補助金を申請したいの

ですが」 

 

 町会の区域内に，広報のための掲示板を新たに設置したいと考えています。市

の補助制度について説明してください。 

 

答 「掲示板設置等補助金については設置前に御連絡く

ださい」 

 

 市では，町会が広報のための掲示板を設置する場合に，以下の区分に応じた補

助制度があります（注１）。 

 ただし，この補助制度を利用する場合は，着工する前にあらかじめ御相談くだ

さい。 

 ※設置場所については，民有地（空き地等）及び官有地（公園等）への設置を

検討してください。 

★掲示板設置等に係る補助率 

区分 補助率 限度額 

設置 １基当たりの設置費用×1/2 40,000円/基 

修繕 １基当たりの修繕費用×1/2 20,000円/基 

※撤去・処分に係る費用は，補助対象経費に含みません。 

 （注１）掲示板設置等補助金に関する申請書等については下記の もしくは二次元コード  

    を御参照下さい。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/chokai/hojo/yoshiki.html  

 

【問い合わせ先】 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 20「町会の集会施設を建築する場合，補助金がある

と聞いたのですが」 

 

 私たちの町会では，町会の集会施設を建築したいと考えています。このような

場合に市の補助制度があるとのことですが，具体的に説明してください。 

 

答 「ふるさとセンターの新築（建替え），建築用地取

得，中古住宅等購入，借上げ，維持修繕及びバリ

アフリー事業に対する補助金について御説明しま

す」 

 

 市では，地域のコミュニティ活動を育成することを目的に集会施設（ふるさと

センター）の建築などに対して補助金を交付しています。 

 補助金の交付にあたっては，いくつかの条件や御注意いただきたいことがあり

ます。ふるさとセンターの建築などの計画がある場合は，地域コミュニティ課ま

で御連絡ください。 

 また，いずれの事業も市の交付決定を受けてから着手してください。事業着

手・完了後の補助金申請は受け付けません。 

 

★ふるさとセンター整備事業対象項目と補助額 

No. 対 象 項 目 補 助 割 合 最 高 限 度 額 

① 新築（建替え）事業 事業費の２分の１以内 １，５００万円 

② 建築用地取得事業 事業費の２分の１以内 ２，０００万円 

③ 中古住宅等購入事業 事業費の２分の１以内 １，５００万円 

④ 借上げ事業 事業費の２分の１以内 年間４８万円 

⑤ 

 

維持修繕及び 

バリアフリー改修事業 
事業費の２分の１以内 １００万円 
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《補助に関する主な要件》 

★注意事項 

 ◎次の①～③の補助金の交付を受ける場合は，町会を法人化（⇒次ページ参

照）することが条件となります。 

★①新築（建替え）事業 

 ◎柏市の補助を受けて建築した既存施設を建て替える場合は，建築後３０年を

経過していなければ，補助金の対象となりません。 など 

★②建築用地取得事業 

 ◎集会施設建築を前提とした用地の取得であることが必要です。 

★③中古住宅等取得事業 

◎既存施設を買い替える場合，既存集会施設が建築後３０年を経過していなけ

れば，補助金の対象となりません。 など 

★④借上げ事業 

 ◎一年以上の期間賃貸借契約を締結していることが必要です。 

 ◎床面積が２０㎡以上であることが必要です。 など 

★⑤維持修繕及びバリアフリー改修事業 

 ◎維持修繕補助対象経費は，建物の主要な部分（基礎，土台，柱，壁，はり，

屋根，床，天井，階段など）の補修及び改修に係るもので，バリアフリー改

修対象経費は，高齢者等が利用しやすくする（手すりの取り付け，段差解消，

床材変更，引き戸への変更，トイレの洋式化）ために係るものとします。 

 ◎対象経費が２０万円以上を超えている必要があります。 

 ◎補修しようとする集会施設が，建築完了年度の翌年から起算して１０年以上

経過していること。，また，維持修繕・バリアフリー改修事業を実施してい

る場合５年以上経過していなければ補助金の対象となりません。 など 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 21「地縁法人（町会の法人化）とは，どのような制

度ですか」 

 

 町会を法人化するということは，どのようなことなのでしょうか。また，町会

を法人化すると，どのようなメリットがあるのでしょうか。 

 

答 「町会が法人化されると，町会名での財産保有（登

記）ができます」 

 

 従来，町会は，ＰＴＡや青年団などと同じく法的には「権利能力なき社団」と

位置付けられ，団体名義では不動産登記などができませんでした。 

 このため，町会が不動産などの資産を保有する場合，これまでは，会長名義な

どでの登記を行っていました。 

 ところが，こうした個人名義の登記は，名義人の転居や死亡などにより町会の

構成員でなくなった場合に，名義の変更や相続などの問題が生じることもありま

した。 

 こうした問題に対処するために，平成３年に地方自治法が改正され，町会も一

定の手続きのもとに，市町村長の認可を受けて「地縁による団体」として法人格

を取得できることになりました。法人化により，不動産登記も町会名で行うこと

が可能になりました。 

 令和３年の地方自治法改正では，要件が見直され，不動産等の保有の有無に関

わらず，地域的な共同活動を円滑に行うために，市長の認可を受けることができ

るようになりました。 
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 ★認可の要件 

 《活動》 

   その区域の住民相互の連絡，環境の整備，集会施設の維持管理など良好な

地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし，

現にその活動を行っていると認められること。 

 《区域》 

   その区域が，住民にとって客観的に明らかなものとして定められているこ

と。 

 《構成員》 

   その区域に住所を有するすべての個人は，構成員となることができ，その

相当数の住民が現に構成員となっていること。 

 《規約》 

   規約を定めていること。この規約には，「目的」，「名称」，「区域」，

「主たる事務所の所在地」，「構成員の資格に関する事項」，「代表者に関

する事項」，「会議に関する事項」，「資産に関する事項」が定められてい

ること。 

 

 町会を法人化する計画がある場合には，地域コミュニティ課まで御連絡くださ

い。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 22「市民活動災害補償保険とは，どのようなもので

すか」 

 

 柏市には，「市民活動災害補償保険」という制度があるそうですが，どのよう

なものか説明してください。 

 例えば，町会の一斉清掃でケガをした場合などは対象となるのでしょうか。 

 

答 「町会活動中の事故も対象となる保険です」 

 

 市民活動災害補償保険とは，市民団体の市民活動中に起きた事故（注１）に対

し，市が保険に加入し，補償をするものです。この市民団体には，町会等も含ま

れており，町会行事として行う防犯，防災，防火，交通安全，清掃，まつり，募

金などの活動が対象となります。（※食中毒，熱中症についても保険対象となる

可能性がございますので御相談ください。） 

 万一，事故が発生したときは，すみやかに所定の事故報告書（注２）を市に提

出してください。 

 （注１）市民活動の主体（作業者・運営者等）の事故を対象とするものであり，まつりの参加者など，

受益者は対象外です。 

 （注２）事故報告書については以下のＵＲＬもしくは二次元コードを御参照下さい。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/shiminkatsudo/katsudojoho/2078.html 

 

 

★保険の対象となる活動 

 《地域社会活動》 

   ふるさと協議会や町会などの行う，防犯・防災・防火・交通安全・清掃・

まつり・募金などの活動 

 《青少年健全育成活動》 

   子ども会，ボーイスカウト，ガールスカウトなどの青少年育成活動，非行

防止パトロールなどの活動 
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 《社会福祉奉仕活動》 

   福祉施設援護活動，ホームヘルプ，ガイドヘルプなどの活動 

 

★保険の対象とならない事故・活動 

 ・学校教育（PTA活動含む）又は職域での活動 

 ・宗教，政治又は営利を目的とした活動 

 ・地震などによる傷害(震災時の避難所運営の事故なども含む） 

 ・けんかや自殺，犯罪行為による傷害 

 ・山岳登山，その他危険なスポーツによる傷害 

 ・（自治組織による運動会を除く）各種スポーツ・レクリエーション活動，芸

術・文化活動 

 ・公務災害の適用を受けるもの 

 

★補償の内容 

 《傷害保険》…市民活動中に怪我をした場合など 

死亡・後遺障害補償 （最高額）２００万円 

入院補償 １日 ３，０００円 

通院補償 １日 ２，０００円 

   ※入院・通院補償は日数の制限あり 

 

 《損害賠償責任保険》…指導者等の過失による市民活動中の事故で賠償責任を

問われた場合 

身体賠償 限度額 １名 ６，０００万円 

    １事故    ２億円 

財物賠償 限度額 １事故  １００万円 

受託品賠償 限度額 １事故  １００万円 

   ※免責額（自己負担額）  １万円 

 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 23「ICT活用促進事業とはどのような事業ですか」 

 

 町会のホーム 

作成をしたいと考えています。市の方で「ICT 活用促進事業」を行っていると聞

きましたがどのような事業なのでしょうか。 

 

答 「柏市が委託した団体が地域に赴き，町会活動の

ICT化をお手伝いする事業です」 

 

１ 事業概要 

  ICT 活用促進事業は，柏市が委託した団体が地域に赴き，町会活動の ICT 化

に係る出前講座を行います。 

  柏市としても町会等の ICT 化を促進する中で，地域の実情に合わせた ICT化

を促進するため，令和７年度から事業を新設いたしました。 

 

２ 対象とする団体 

 (1) ふるさと協議会 

 (2) 町会・自治会・区 

 

３ メニュー及び講座回数 

 メニュー 講座回数 

１ 町会等運営 ICT活用の基礎 全１回 

２ あなたの町会等に合った ICT活用方法 全２回 

３ 町会ホームページを簡単，安く作ろう！ 全２回 

４ あなたの町会等のオンライン回覧 全３回 

５ あなたの町会等のキャッシュレス決済 全３回 

６ 地域とつながるスマホ活用術 全１回 
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４ 日時・場所 

  委託団体と調整の上，御希望の日程・場所で実施可能（夜間・土日祝も可） 

 

５ 回数・時間 

  １回あたり２時間程度，１団体３回まで 

 

６ 参加人数 

  １回あたり最大２０名 

 

７ 利用の流れについて 

  下記二次元コードから電子申込み，もしくは窓口，郵送又はメールで申込書

を地域コミュニティ課宛に御提出ください。 

 ※申込書の書式については，応募団体にお送りいたしますので 

  地域コミュニティ課に御一報ください。 

 ※申込締切は，実施希望月から２か月前の月の最終日までとなります。 

  申込締切後，委託した団体と日程調整をさせていただき，約２週間後，実施

決定の御連絡をいたします。 

 ※予約が多い場合，予定月以降に実施をお願いする場合がございます。 

 

８ 事業に関する注意点 

 (1) 貸し出し機材は，前日又は当日に地域コミュニティ課に受け取りにお越し

ください。 

 (2) 講座会場は，応募団体で御用意ください。 

 (3) 講座から派生して発生する費用（機材購入費，HP委託費等）は各団体で御

負担くだい。 

 (4) 講座後の相談はメールで実施から１か月間受け付けます。１回につき３項

目とし，３回まで受け付け可能です。 

                         

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 24「自主防災組織について説明してください」 

 

 私たちの町会でも自主防災組織の設置を検討したいと考えています。町会員に

分かりやすい説明を行いたいので，自主防災組織の概要を説明してください。 

 また，市の補助金はどのようになっていますか。 

 

答 「災害発生時の被害を最小限にくい止める重要な役

割を担っています」 

 

◎総論 

 市では，大規模な災害を想定した予防対策，応急対策，復旧対策などに係る計

画を策定しています。 

 大地震が発生すると，同時多発的な火災の発生や家屋の倒壊，道路の損壊など

の大規模な被害が予想されます。このような災害が発生しますと，市や消防など

の応急活動には，限界が生じるものと思われます。 

 

◎自主防災組織について 

 自主防災組織は，地域の皆さんの自発的な助け合いの精神に基づく組織であり，

災害が発生した時に地域の方が力を合わせて組織的に活動し，被害を最小限にく

い止めるというとても重要な役割を担うものです。 

 この自主防災組織において，いざという時のために初期消火，救出救護，避難

誘導などの訓練を重ねておくことで二次的な被害を少しでも軽減することができ

るものと考えています。 

 現在，市内の８割を超える町会が自主防災組織を設立しており，活発な活動を

展開しています。（令和８年3月末現在，２４６団体） 

 自主防災組織の日頃の活動としては，各種訓練の実施や防災知識の普及を図る

ための講習会の開催などがあげられます。御希望に応じて消防署と連携を図りな

がら支援をしています。 
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◎柏市防災福祉K-Nｅｔについて 

 柏市防災福祉 K-Nｅｔとは，万が一災害が発生したとき危険を察知したり，お

ひとりで避難することが困難な高齢者や障害のある方（避難行動要支援者）を，

近所にお住まいの皆さんに知っていただき，災害が発生したとき，安否確認等の

支援をしていただくことを目的とした取り組みです。支援体制の構築は，主に町

会が主体となって行いますが，地域の実情に合わせた形で取り組んでいただきま

す。 

 令和８年３月末現在，市に届出があった避難行動要支援者数は５，４１５人，

市が避難行動要支援者名簿を提供した町会数は２６２町会（届出者がいる町会全

体の約９割）となっております。 

 なお， K-Nｅｔについての説明用動画を柏市ホームページ『避難行動要支援

者支援「柏市防災福祉 K-Nｅｔ」』に配信しています。また，避難行動要支援者

名簿（K-Nｅｔ名簿）の差し替えは，近年，最寄りの近隣センター等を会場とし

て，年１回行っています。詳細は後日郵送いたします。 

 

◎市の補助金について（注１） 

 自主防災組織に対する市の補助金には，「自主防災組織設立補助金」と行政連

絡業務交付金の中の「自主防災組織運営加算」があります。 

 K-Nｅｔに対する市の補助金には，行政連絡業務交付金の中の「K-Nｅｔ等運

営加算」があります。 

★自主防災組織等に係る補助金について 

区分 
補助対象事業 

補助率 

自主防災組織設立補助金 

自主防災組織の設立 

１００世帯まで 基本額１００，０００円以内 

１００世帯超  基本額＋（世帯数－１００）×１００円 

行政 

連絡 

業務 

交付金 

自主防災組織 

運営加算 

自主防災組織の運営（設立年度の翌年度から対象） 

４４９世帯まで 基本額２０，０００円以内（年額） 

４４９世帯超  基本額＋（４４９を超える５０世帯ごとに１，０００円加算）， 

        上限４０，０００円 

K-Net等 

運営加算 

K-Net事業の運営 

年額２０，０００円以内（３回まで） 
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 なお，行政連絡業務交付金の交付申請などにつきましては，毎年３月頃に文書

でお知らせをいたします。 

 （注１）自主防災組織に関する補助金の関係書類ついては以下のＵＲＬもしくは二次元コードを 

     御参照ください。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/chokai/hojo/yoshiki.html 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 ◎自主防災組織について 

  防災安全課  ℡：７１６７－１１１５ 

 ◎柏市防災福祉K-Nｅｔについて 

  福祉政策課  ℡：７１６７－１１３１ 

 ◎市の補助金について 

  地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 25「災害発生時の避難場所は，どこになるのでしょ

うか」 

 

 大規模な災害が発生した場合や発生する恐れがある場合の避難場所は，どこに

なるのでしょうか。 

 

答 「避難場所は，次の一覧表のとおりです」 

 

 地震などの大規模な災害が発生したときなどの避難場所には，「指定避難場

所」と「広域避難場所」があります。 

 

 ◎「指定避難場所」とは，以下の条件を目安に，指定を受けた避難場所です。 

   耐災害性に優れ，ある程度のオープンスペースが確保されていること。 

   なるべく四方に常時出入口があり，情報伝達上の利便が得やすいこと。 

   なるべく避難所を兼ね，公共施設であること。 

 

 ◎「広域避難場所」とは，以下の条件を目安に，指定を受けた避難場所です。 

   相当程度のオープンスペースが確保されていること。 

   なるべく四方に常時出入口が確保されていること。 

   敷地内の建物がある場合は，原則として耐火建造物であること。 

 

 市内には，指定避難場所が１４６カ所と広域避難場所が４カ所あります。 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

《指定避難場所》 

1 柏市立田中北小学校 29 柏市立富勢中学校 

2 柏市立十余二小学校 30 千葉県立柏高等学校 

3 柏市立田中小学校 31 富勢運動場 

4 柏市立花野井小学校 32 あけぼの山公園 

5 柏市立田中中学校 33 北柏第二公園 

6 柏市立柏高等学校 34 布施第二公園 

7 千葉県立柏の葉高等学校 35 北柏第三公園 

8 中十余二第一公園 36 北柏ふるさと公園 

9 中十余二第二公園 37 柏市布施近隣センター 

10 柏ビレジ近隣公園 38 柏市根戸近隣センター 

11 北部緑地 39 柏市立松葉第一小学校 

12 (旧)柏市青少年センター ※注１ 40 柏市立松葉第二小学校 

13 旧吉田家住宅歴史公園（芝生広場） 41 柏市立松葉中学校 

14 柏市立柏の葉小学校 42 松葉第一近隣公園 

15 公益財団法人吉田記念テニス研修センター 43 松葉第二近隣公園 

16 柏市田中近隣センター 44 柏市松葉近隣センター 

17 柏市北部近隣センター 45 柏市立柏第四小学校 

18 柏寿荘 46 柏市立高田小学校 

19 柏市立柏の葉中学校 47 柏市立柏第五中学校 

20 柏たなか駅前公園 48 千葉県立柏中央高等学校 

21 柏市立西原小学校 49 松ヶ崎中央公園 

22 柏市立西原中学校 50 柏市高田近隣センター 

23 流通経済大学付属柏高等学校 51 柏市立柏第六小学校 

24 柏市西原近隣センター 52 柏市立柏第七小学校 

25 柏市西原近隣センター体育館 53 柏市立柏中学校 

26 柏市立富勢西小学校 54 柏市立柏第三中学校 

27 柏市立富勢東小学校 55 西口第一公園 

28 柏市立富勢小学校 56 柏市豊四季台近隣センター 
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57 柏市豊四季台近隣センター体育館 86 柏市立第四中学校 

58 大堀川防災レクリエーション公園 87 柏市立柏第二中学校 

59 柏市立旭小学校 88 関場町ゲートボール場 

60 柏市立旭東小学校 89 柏市新田原近隣センター 

61 千葉県立東葛飾中学校・高等学校 90 柏市立名戸ヶ谷小学校 

62 気象大学校 91 柏市立土小学校 

63 柏市旭町近隣センター 92 柏市立中原小学校 

64 豊四季庚塚緑地 93 柏市立増尾西小学校 

65 柏市立柏第二小学校 94 柏市立土中学校 

66 柏市立豊四季中学校 95 柏市立中原中学校 

67 柏市新富近隣センター 96 千葉県立柏南高等学校 

68 柏市立柏第一小学校 97 芝浦工業大学柏中学高等学校 

69 柏市立柏第五小学校 98 名戸ヶ谷第五公園 

70 日本体育大学柏高等学校 99 柏市増尾近隣センター 

71 柏公園 100 柏市立光ヶ丘小学校 

72 柏ふるさと公園 101 柏市立光ヶ丘中学校 

73 戸張地区公園 102 麗澤大学 

74 北千葉導水ビジターセンター 103 柏市光ヶ丘近隣センター 

75 アミュゼ柏 104 柏市立藤心小学校 

76 柏市中央公民館 105 柏市藤心近隣センター 

77 柏市民文化会館 106 南部老人福祉センターかたくりの里 

78 柏市中央体育館 107 柏市立酒井根小学校 

79 柏市立柏第三小学校 108 柏市立酒井根西小学校 

80 柏市立豊小学校 109 柏市立酒井根東小学校 

81 柏市富里近隣センター 110 柏市立酒井根中学校 

82 柏市立柏第八小学校 111 酒井根下田の森緑地 

83 永楽台近隣公園 112 柏市酒井根近隣センター 

84 日立台公園 113 柏市立逆井中学校 

85 柏市永楽台近隣センター 114 柏市立南部中学校 
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115 千葉県立柏陵高等学校 131 風早公園 

116 南部公園 132 二松学舎大学 

117 並木第二公園 133 柏市高柳近隣センター 

118 柏リフレッシュ公園リフレッシュプラザ 134 柏市立風早南部小学校 

119 柏市南部近隣センター 135 柏市立高柳小学校 

120 柏市南部近隣センター体育館 136 柏市立高柳西小学校 

121 柏市立逆井小学校 137 柏市立高柳中学校 

122 柏市立土南部小学校 138 千葉県立沼南高柳高等学校 

123 柏市沼南近隣センター ※注２ 139 しいの木公園 

124 沼南老人福祉センターいこい荘 140 海上自衛隊下総航空基地 

125 柏市立風早北部小学校 141 藤ヶ谷区民館 

126 柏市立大津ヶ丘第一小学校 142 柏市立手賀東小学校 

127 柏市立大津ヶ丘第二小学校 143 柏市立手賀西小学校 

128 柏市立風早中学校 144 柏市立手賀中学校 

129 柏市立大津ヶ丘中学校 145 千葉県立沼南高等学校 

130 大津ヶ丘中央公園 146 柏市手賀近隣センター 

 

※ 注１：令和８年度まで工事中のため使用不可 

※ 注２：沼南近隣センター代替施設 

     ・旧沼南保健センター（令和７年９月１日～） 

※ 注３：施設の工事等によって一部期間使用できない場合があります。詳細に 

     ついては，以下のＵＲＬもしくは二次元コードを御参照ください。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/bosaianzen/anshinanzen/disaster/disaster_ready/hinanbasho/ichiran.html 

 

 

 《広域避難場所》 

大堀川防災レクリエーション公園 ㈱日立製作所柏総合グランド 県立柏の葉公園 

中原ふれあい防災公園   

 

※ 災害が発生したときは，まず身近で安全に避難しやすい場所に避難してくだ
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さい。また，御家庭では，安全に避難できる経路の確認や，家族が落ち合う避

難場所を決めておくことも重要です。 

【問い合わせ先】 

 ◎防災安全課  ℡：７１６７－１１１５ 
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問 26「消防団の活動について説明してください」 

 

 消防団とは，どのような組織なのでしょうか。また，どのような活動をしてい

るのでしょうか。 

 

答 「柏市消防団は，柏市に在住又は在勤されている方

により組織され，教育訓練を受けて災害時に消防

活動を行います」 

 

 消防団は，消防本部や消防署と同じく，消防組織法に基づいて，それぞれの市

町村に設置される消防機関で，災害から郷土を守ろうとする「郷土愛護」の精神

に基づき，住民有志によって組織された地域に最も身近な防災機関として，災害

（火災・水害・震災）に対し活動を展開しています。 

 消防団員は，日常は各自の職業に従事しながら，非常時には，そのたびに招集

され，身分としては，非常勤特別職の地方公務員です。 

 

 消防団の活動には，次のようなものがあります。 

 

【消火活動】 

  消防団器具置場を拠点に，消防団車両，災害用資機材を使用し，消防署と協

力して消火活動を行います。 

【救命活動】 

  平成２１年度から普通救命講習の普及と，救命率の向上を目的として国で定

められた基準に基づく３日間(２４時間)の応急手当普及員講習課程を修了し，

応急手当普及員として認定された消防団員による「救命サポート隊」が発足し

ました。現在，救命サポート隊は，町会・自治会・区等で救命講習会を開催し，

消防団員ならではの地域密着型の救命講習推進活動を行っています。 

【風水害活動】 
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  台風，暴風，豪雨，洪水といった風水害が起こった場合には，水防団員とし

て，地域の水による被害を警戒・防御して被害を最小限に抑えます。 

【警戒活動】 

  地域のまつりや花火大会時の火災警戒，交通整理などを実施しています。ま

た，火災発生多発期（１２月～２月）には，夜間特別警戒を実施しています。 

【大規模災害時の活動】 

  消火活動と並行して負傷者の応急手当，倒壊家屋の下敷きになった被災者の

検索・救助活動を行います。 

 

《消防団の組織体制》 

 ◎消防団は，市長が管理しており，その組織は１団本部，５方面，４３分団か

らなっています。 

 （組織の詳細は次ページに記載） 

 ◎女性消防団員の入団 

  平成２６年４月１日付けで，柏市では初めての女性消防団員が入団し，団本

部付女性消防分団として，主に応急手当普及活動や防火・防災啓発活動を行な

っています。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎消防局消防団課  ℡：７１３３－８７９１ 
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金 山

柳 戸

片 山

手 賀

第 9 分 団 布               瀬

第 7 分 団

第 8 分 団

箕 輪

若 白 毛

岩 井

鷲 野 谷

泉

藤 ヶ 谷

藤 ヶ 谷 新 田

塚 崎

大 井

大 島 田

五 條 谷

逆 井

南 増 尾

東 中 新 宿

酒 井 根

高 柳

新 富 町

中 央

名 戸 ケ 谷

増 尾

藤 心

松 ケ 崎

高 田

篠 籠 田

呼 塚

富 士 見 町

豊 町

第 1 分 団

布 施

土 谷 津

根 戸

第 １ 方 面
第 4 分 団

第 5 分 団 花 野 井

柏 市 消 防 団 組 織 図

女 性 消 防 分 団

船 戸

大 青 田

十 余 二

大 室

第 4 分 団

第 3 分 団

柏

戸 張

第 2 分 団

第 6 分 団

第 7 分 団

第 8 分 団

第 1 分 団

第 2 分 団

第 3 分 団

第 ２ 方 面
第 5 分 団

第 6 分 団

第 7 分 団

第 8 分 団

第 9 分 団

第 10 分 団

第 2 分 団

第 3 分 団

第 ３ 方 面 第 4 分 団

第 5 分 団

第 2 分 団

消

防

団

本

部

第 2 分 団

第 3 分 団

第 ４ 方 面

第 6 分 団

第 7 分 団

第 1 分 団

第 1 分 団

第 ５ 方 面 第 5 分 団

第 6 分 団

第 4 分 団

第 5 分 団

第 3 分 団

第 6 分 団

第 7 分 団

第 8 分 団

第 1 分 団

団 本 部 付

第 4 分 団
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消 防 機 関 の 配 置 状 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡  例 

 消防局及び消防署 

 分   署 

 消  防  団 

柏市消防局 
西部消防署 

 

たなか分署 

 

1-1 

1-2 

1-4 

2-1 

2-8 

3-2 

3-1 

3-6 

3-5 

5-6 

4-3 

4-2 
4-1 

3-7 

4-8 

4-6 

4-5 

5-5 

5-4 

5-3 

5-2 

5-1 

つ く ば エ ク ス プ レ ス  

柏ＩＣ 

旭町消防署 

 

沼南消防署 

 

 

16 

西原分署 

 

逆井分署 

 

高柳分署 

 

光ヶ丘分署 

 

東部消防署 

 

1-8 

1-7 1-6 
1-5 

1-3 

2-4 2-3 

2-6 

2-9 

2-7 

2-2 

2-5 

3-3 

2-10 

3-4 

4-7 

5-9 

5-8 
5-7 

常 磐 自 動 車 道  

Ｊ Ｒ 常 磐 線  

 

利 根 川 

手 賀 沼 

柏市消防訓練センター 

富勢分署 

６ 

手賀分署 

 
４-４ 

東 武  

ア ー バ ン パ ー ク ラ イ ン  
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問 27「防犯協会について説明してください」 

 

 柏市防犯協会という組織がありますが，どのような活動をしているのか説明し

てください。 

 

答 「市民生活の安全を保つための活動を行っていま

す」 

 

 犯罪の防止を図り，社会環境の浄化を推進することを目的として組織されてい

るのが，「柏市防犯協会」です。 

 柏市防犯協会には，その活動を促進するために，２２地区に支部が設けられ，

各支部において活動を展開しています。 

 活動内容は，各種防犯キャンペーン・防犯パトロールへの参加，防犯に関する

知識習得を図るための研修会などへの参加があります。各支部は町会をもって組

織され，活動に協力しています。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎防災安全課  ℡：７１６８－１６０５ 
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問 28「防犯灯に関する補助金には，どのようなものが

ありますか」 

 

 町会区域内には，町会所有の防犯灯が多数設置されており，維持費（電気料）

に加え，今後の新設や修繕に係る費用負担が見込まれます。これらに対する補助

制度はあるのでしょうか。 

 

答 「防犯灯の維持費，設置費，修繕費，に対して補助

制度を設けています」 

 

 地域内の夜間の路上犯罪防止の観点から町会が管理する防犯灯の設置及び維持

管理に要する費用について，町会の負担軽減を図るための補助制度があります

（注１）。 

 補助金の種類と金額は次のとおりです。 

 

（注１）防犯灯に関する補助金の申請書等については以下のＵＲＬもしくは 

    二次元コードを御参照ください。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/chiiki-community/region/chokai/hojo/yoshiki.html  

 

■維持費補助金 

種類 対象 補助内容 補助金額 

維持費 

補助金 

防犯灯及び防犯連絡

灯（毎年４月１日現

在で町会が所有して

いる灯数） 

電気料 

LED 
10Wまで 2,300円/灯 

20Wまで 3,460円/灯 

上記以外 5,780円/灯 
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■設置費補助金 

設置方法（新設） 一灯あたりの補助額（上限） 補助事例 

ＬＥＤ 

防犯灯 
３０，０００円 

 電柱等共架で LED 防犯灯を

新たに設置 

専用柱 ２０，０００円 

 新たに専用柱を立てて，既存

の防犯灯を設置 

 防犯灯(既存)の移設時に新た

に専用柱を立てる 

ＬＥＤ以外の 

防犯灯 

費用の２分の１に相当する額 

※20,000円が限度 

 電柱等共架で水銀灯などの防

犯灯を新たに設置 

■修繕費補助金 

設置方法 
一灯あたりの補助額 

（上限） 
補助事例 

灯
具
の
交
換 

ＬＥＤ以外

の防犯灯 
２０，０００円 

 水銀灯などの防犯灯を交換す

る 

ＬＥＤ 

防犯灯 
３０，０００円 

 既存の LED 防犯灯が故障等

により新たな灯具に交換する 

 水銀灯などを新たに LED 防

犯灯に変更する 

専用柱の改修 ２０，０００円 
 経年劣化等による専用柱の建

て替え 

灯具工事 

(移設等) 
２０，０００円 

 既存の防犯灯や専用柱を新た

な場所に設置(移設) 

配線工事関係 ２０，０００円 
 自然災害等による断線に伴う

配線工事 

 

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 29「リース防犯灯とはなんですか」 

 

 「柏市 LED リース防犯灯」と表記のある黄色いプレートが設置された防犯灯

がありましたが，どのような防犯灯なのでしょうか。 

 

答 「柏市がリース契約で取り付けた防犯灯です」 

 

 リース防犯灯は，環境負荷低減を目的に，消費電力が低く，長期間の使用が可

能な LED の灯具を，町会等が設置していた蛍光灯などの防犯灯から付け替えた

ものです。平成２８年度から令和７年度末までの１０年間のリース契約になって

おり，不点灯の際はコールセンターまでお問い合わせをいただいておりました。 

 

 令和７年度末をもって，リース契約が満了となったことに伴い，令和８年度か

らは，黄色いプレートの付いた防犯灯の不点灯を発見した際は，地域コミュニテ

ィ課まで御連絡ください。 

                         

【問い合わせ先】 

 ◎地域コミュニティ課  ℡：７１６７－１１２６ 
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問 30「街頭防犯カメラの設置に対する補助金があると

聞いたのですが」 

 

 町会区域内に，新たに街頭防犯カメラを設置したいと考えています。このよう

な場合，市の補助制度があると聞いたのですが，説明してください。 

 

答 「町会が設置する街頭防犯カメラに対する補助金に

ついて御説明します」 

  

１ 事業目的 

  町会が犯罪の予防を目的として公道その他の不特定多数の者が往来する公共  

 の場所等を撮影するために常設する防犯カメラの設置費用について，町会の負 

 担軽減を図るための補助金です。 

２ 対象とする団体 

 (1) 町会・自治会・区及び集合住宅の管理組合その他の地域的な共同活動を行  

  う団体 

 (2) 自主防犯活動の実績があり，かつ，今後も月１回以上の自主防犯活動の実 

  施が見込まれる団体であること。 

 (3) 柏市街頭防犯カメラ設置及び運用指針を遵守する団体であること 。 

３ 補助額及び申請台数 

 (1) 補助額 

   経費合計額の４分の３以内の額(千円未満は切り捨て) 

  （街頭防犯カメラ１台につき新規設置は上限3０万円，更新設置は上限２０  

  万円） 

 (例１)１台新規設置して経費が２０万円の場合 補助額は１５万円 

 (例２)１台新規設置して経費が４５万円の場合 補助額は３０万円 
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 (2) 申請台数 

   １団体４台/年まで（新規設置，更新設置各２台まで） 

     ※前年度に２台設置した団体についても，翌年度は新たに申請できます。 

 (3) 補助対象経費 

     カメラの購入費・設置工事費・設置表示板等の購入費等 

  対象とならないもの 

  維持または管理費用（電気代，修理費等）・既存設備の撤去又は移設費・地 

  代及び占用に係る費用等 

４ 補助の要件となるカメラ  

 (1)～(5)のすべての要件を満たすことが必要です。 

 (1) 撮影区域の半分以上の面積が公道等（不特定多数の人が通行する私道を 

含む） 

  (2) 特定の個人及び建物等を監視していない 

 (3) カメラの設置について関係者や周辺住民からの合意を得ている 

 (4) カメラを設置している旨と設置団体名を置場所付近の見やすい場所に表示 

している 

 (5) カメラの設置について，必要な許可（道路占用許可等）を得ている 

  対象とならないもの 

 ・監視カメラ 

 ・リースやレンタルで設置 

  ・袋小路等の通り抜けができない場所を撮影するもの 

 ・補助金の交付決定を行った年度内にすべての事業が完了できない 

 ・他の補助金の交付を受けている 

 

（注）街頭防犯カメラに関する補助金のスケジュールや申請書等については以下

のＵＲＬもしくは二次元コードを御参照ください。 

なお，令和８年度設置分の申請受付はすでに終了しています。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/bosaianzen/anshinanzen/bohan/11.html 

【問い合わせ先】 

 ◎防災安全課  ℡：７１６８－１６０５  
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問 31「防犯灯付き防犯カメラについて教えてくださ 

     い」 

 

 市が設置する防犯灯付き防犯カメラについて説明してください。 

 

答 「令和８年度に防犯灯付き防犯カメラを１００台設

置します」 

 

 街頭犯罪のさらなる未然防止のため，市では，防犯灯付き防犯カメラを新たに 

100台増設します。夜間の明るさを確保すると共に，犯罪の抑止や安全性の向上 

を図るため，電柱に取り付け，その周辺を撮影します。設置場所は柏警察署と協 

議し，より防犯効果の高い場所を選定します。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎防災安全課  ℡：７１６８－１６０５ 
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問 32「カーブミラーを設置してほしい交差点がありま 

   す」 

 

 町会の区域内に，大変見通しの悪い交差点がありますが，最近も自動車事故が

ありました。早急にカーブミラーを設置してほしいと思います。 

 

答 「カーブミラーは原則，市道の，見通しの悪い交差

点やカーブ地点に設置します」 

 

 カーブミラーの設置対象は，道路構造上見通しが悪く，かつ屈曲，屈折または

交差する（交差点及びカーブ地点）柏市道などとなっており，事故の原因や交通

管理者（警察）の意見等を聴取し，設置について判断します。 

 また，私道や私有地などへの設置については，原則としてそれぞれの所有者

（管理者）での対応となりますが，通り抜けが可能で，不特定多数の車両が通行

する公共性の高い道路については，この限りではありません。 

 設置を希望される場合は，道路保全課へ要望してください。現地確認後，「柏

市道路反射鏡設置基準」に従い，カーブミラーが必要と判断した場合は，町会か

ら「交通安全施設について」の申請書および設置場所周辺の方の同意，位置図を

添えて申請していただきます。 

 また，カーブミラーが破損している場合も，御連絡ください。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎道路保全課  ℡：７１６７－１４０２ 



80 

 

問 33「信号機や横断歩道を設置してほしい交差点（道

路）があります」 

 

 町会の区域内に，交通量が多く，見通しも悪い交差点や道路があります。子ど

もたちの通学路でもあるため，早急に信号機あるいは横断歩道を設置してほしい

と考えています。 

 

答 「千葉県公安委員会の所管となります」 

 

 信号機や横断歩道の設置につきましては，千葉県公安委員会の所管であるため，

柏市では設置できません。 

 したがいまして，設置の御要望については，柏警察署に相談していただくこと

となります。その後，千葉県公安委員会により判断されることになります。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎柏警察署  ℡：７１４８－０１１０ 
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問 34「私道の舗装整備（改修）に関する補助金がある

と聞いたのですが」 

 町会の区域内の私道で，舗装や排水施設，階段等への手すりの設置又は改修を

したい場所があります。市から補助金は出るのでしょうか。 

 

答 「部分的に改修する場合を除き，補助金を交付する

制度があります」 

 私道の維持管理については，原則としてそれぞれの所有者（管理者）での対応

となりますが，部分的ではなく路線として設置又は改修を行う際には，「柏市私

道整備事業補助金交付要綱」の基準に照らし，要件に合致すれば補助の対象とな

ります。申請いただく際には，要件との照らし合わせや現場の確認が必要となり

ますので，あらかじめ御相談ください。補助金の額と限度は次のとおりです。 

 

対象事業に係る私道の区分 補助金の額 限度額 

通り抜ける

ことができ

るもの 

公道と接続している箇所が

２以上のもの 

対象経費の 

１０分の８の額 

８，０００，０００円 

ただし，私道の舗装のみ

を行う場合にあっては， 

４，０００，０００円 

公道と接続している箇所が

１のもの 

対象経費の 

１０分の７の額 

通り抜ける

ことができ

ないもの 

その一端が公道に接続し，

残りの一端が公共施設に接

続しているもの 

対象経費の 

１０分の８の額 

上記以外のもの 
対象経費の 

１０分の７の額 

 

【問い合わせ先】 

 ◎道路保全課  ℡：７１６７－１４０２ 
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問 35「空家・あき地の対策について説明してくださ

い」 

 

 町会内に空家やあき地が増えています。雑草が生い茂るなど，周囲の生活環境

に影響が生じています。どのように対応したらよいか教えてください。 

 

答 （空家及びその敷地について） 

  「適切な管理がされていない空家については，まず

は所有者によびかけ，その連絡先がわからないな

どの場合には，住宅政策課まで御相談ください」 

  （あき地について） 

  「あき地については，まずは，所有者によびかけ，

管理不良状態（※）になるようであれば，環境サ

ービス課まで御相談ください」 

◎空家の対策について 

 「空家特措法」により，空家の所有者は，周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう，空家の適切な管理に努めるものとされています。 

 管理上問題があると疑われる空家については，職員が現地の確認を行い，所有

者を調査して改善を促します。 

 町会等におかれましては，日ごろから地域の皆さんと連携を保ち，一人暮らし

の高齢者がいる場合には，可能な範囲でその御家族などの連絡先を知っておいて

いただけると安心です。もし，空家になった場合でも所有者等へ適正な管理をお

願いすることができ，管理が行き届かない空家の発生を防ぐことができると思い

ます。 
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◎あき地の対策について 

 あき地は所有者に管理責任があるため、所有者に適正管理を呼びかけてくださ

い。そのうえで管理不良状態（※）になるようであれば下記問い合わせ先まで御

連絡ください。 

 ※管理不良状態 

 雑草等（雑草，枯れ草及びかん木）が繁茂し，放置され，周囲に迷惑を及ぼす

状態。なお，空き地の竹や樹木については，財産権等の関係により，市から所有

者に対して特段の指導等を行うことができません。御理解くださいますようお願

いします。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎空家の対策について 

  住宅政策課  ℡：７１６７－１１４７ 

 ◎あき地の対策について 

  環境サービス課  ℡：７１６７－１１３９ 
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生活・環境担当 

役員編 
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問 36「ごみ集積所を設置する場合の手続きについて説 

    明してください」 

 

 新しい住宅が数棟建ったので，新たにごみ集積所を設置したいと考えています

が，どのような手続きが必要なのでしょうか。 

 

答 「設置場所は，地域の皆さんで十分協議して決めて

ください」 

 

 ごみ集積所（資源回収ステーションを含む）を新たに設置したり，場所の変更

や廃止をする場合は，所定の申出書を提出していただく必要があります（注１）。 

 市では，申出を受け付けた後に現地を確認し，ごみ収集車や資源回収車の安全

確保などに問題がなければ，収集を開始します。 

 また，ごみ集積所の維持管理については，地域の皆さんにお願いしています。

このため，ごみ集積所に関しては，地域の皆さんで十分協議して，その設置場所

や各種当番を決めてください。 

 なお，私有地等を使用する場合は，土地所有者の承諾が必要となります。 

 

 （注１）申出書等については以下のＵＲＬもしくは二次元コードを御参照下さい。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoservice/shiseijoho/forms/dantai/gomishusekijo.html 

 

【提出先及び問い合わせ先】 

 ◎環境サービス課  ℡：７１６７－１１３９ 
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問 37「資源回収報償金について説明してください」 

 

 資源回収報償金について，どのようなものか説明してください。 

 

答 「町会ごとの資源回収量に応じて，町会に報償金が

交付されます（旧柏地域※１）」 

 

 旧柏地域ではごみの再資源化と減量化を円滑に進めるため，各町会の御協力を

いただいております。具体的には，資源品回収日に資源品を出す際に利用する麻

袋を設置していただいたり，ごみの出し方の周知・指導など，集積所の管理・運

営を行っていただいております。この資源回収事業には，市から，回収実績に応

じた報償金が年２回交付されています。この報償金の対象地域は旧柏地域のみで，

町会ごとの資源品の回収量に応じ，１㎏当たり３円を乗じて算定しています。 

 この報償金については，ごみ集積所の維持管理（ごみの飛散防止やカラスよけ

のためのネットの購入など）に，優先的に御活用くださるようお願いします。 

 今後とも，循環型社会の形成を目指して，皆さんの御協力をお願いします。 

※１ 沼南町と合併前の柏市 

 

【問い合わせ先】 

 ◎廃棄物政策課  ℡：７１６７－１１４０ 
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問 38「町会の地域清掃で出たごみや側溝土砂は，どの

ように処分すれば良いのですか」 

 

 私たちの町会では，年２回の地域清掃を実施していますが，この時に出るごみ

や側溝（Ｕ字溝）の土砂は，どのように処分すれば良いのでしょうか。 

 

答 「それぞれ清掃実施前に御連絡ください」 

 

 町会で地域の清掃を行ったときに出るごみは，通常のごみの収集日とは別に収

集しますので，地域清掃を実施する前に環境サービス課まで御連絡ください。 

 事前に市に連絡をせずに通常のごみの収集日に出されたものについては，収集

できませんので御注意ください。 

 なお，ごみは，通常どおりの分別をしていただくようお願いします。 

 側溝（Ｕ字溝）の土砂についても，清掃実施前に道路保全課（道路サービス

係）まで御連絡ください。土砂は，落ち葉や草，ごみ等と分別し，ビニール袋等

（１人で運べる重さ）に入れて十分に水抜きしてください。 

 また，家庭から出た庭土，植木鉢，プランター等の土砂は，収集できませんの

で御注意ください。 

 

【問い合わせ先】 

 《ごみの収集》 

  ◎環境サービス課  ℡：７１６７－１１３９ 

 《側溝土砂の収集》 

  ◎道路保全課（道路サービス係）  ℡：７１３１－６４３６ 



89 

 

 

 

保健・福祉担当 

役員編 
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問 39「民生委員・児童委員は，どのような活動をして 

    いるのですか」 

 

 民生委員・児童委員は，どのような活動をしているのでしょうか。 

 また，民生委員・児童委員の推薦を町会に依頼している理由について説明して

ください。 

 

答 「民生委員・児童委員は，地域に密着した次のよう

な活動をしています」 

 

 民生委員・児童委員の活動は，主に次のとおりです。 

 

 １ 地域住民の相談に応じ，関係機関につなげます。 

 ２ 高齢者への声掛け訪問を行い，ゆるやかに見守ります。 

 ３ 地域での孤立を防ぐため，子育てサロンや交流の場を促します。 

 ４ 毎月１回，地区の民生委員が集まって情報交換や研修を行います。 

 

 現在，市内の民生委員・児童委員の定数は，５８７名です。任期は３年で，次

期一斉改選は，令和１０年１２月１日に行われます。 

 民生委員・児童委員は，町会を基本単位として「担当区域」を受け持ちます。 

 また，市内を２２地区に分け，各地区に民生委員・児童委員協議会を設置し，

お互いに協力しながら活動しています。 

 民生委員・児童委員の中でも，児童に関する支援を専門に担当するのが主任児

童委員です。各ふるさと協議会から推薦され，区域担当の民生委員・児童委員と

連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。 

 このように，民生委員・児童委員は地域に密着した活動をしていることから，

その推薦を町会にお願いしています。 

 地域福祉の増進のため，御理解と御協力をお願いいたします。 
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【問い合わせ先】 

 ◎福祉政策課 

℡：７１６７－１１３１ 

 ◎民生委員児童委員協議会（社会福祉協議会総務課内） 

  ℡：７１６３－９０００ 
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問 40「柏市民健康づくり推進員について説明してくだ

さい」 

 

 「柏市民健康づくり推進員」の制度について説明してください。 

 また，柏市民健康づくり推進員は，どのような活動をしているのでしょうか。 

 

答 「地域における健康づくりの担い手です」 

 

 柏市民健康づくり推進員は，市民の方が，安心して健康的な生活が送れるよう

に，地域ぐるみの健康づくりを進めていくことを目的とした活動をしています。 

 具体的には，主に次のような活動をしています。 

・地域ぐるみの健康づくり活動（「かしわ健康アプリ（ワニ Fit）・検診受診勧奨

等の啓発」，「ウォーキング」，「各種健康づくり講座」等） 

・地域ぐるみの子育て支援（近隣センター等での「赤ちゃんのつどい」，「親子

のための健康づくり講座」等） 

・地域での連携活動（ふるさと協議会，地区社会福祉協議会への参画等） 

・民生委員，児童委員等との連携 

 

 現在，市内の柏市民健康づくり推進員の委嘱者数は，２３０名（令和８年４月

１日現在）となっています。令和６年４月１日に一斉改選が行なわれ，任期３年

の３年目になります。 

 上記のような町会及び地域に密着した活動をしていることから，その推薦を町

会にお願いしています。令和９年度は新たな委嘱の年度となります。人選につい

ては御苦労があると思いますが，地域における健康づくり・子育て支援の推進に

御理解いただき，御協力をお願いします。 

詳細は二次元コードから御覧いただけます。 

 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kenkozoshin/hokennenkin/kenkozukuri/suishinin.html 
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■主な活動内容の紹介 

 ・地域健康講座 

  各地域年１回程度，近隣センター等で，最新の健康情報，ウォーキングに関

する知識等，身近な場所で聞くことができる講座を開催しています。 

     

・赤ちゃんのつどい（旧：母と子のつどい） 

  妊婦さんから１歳６か月ぐらいまでのお子さんを持つお母さん，お父さん，

祖父母を対象に，近隣センター等で，同じ地域に住むかた同士の仲間づくりの

お手伝いをしたり，手遊びやふれあい遊びをし，親子のふれあいの大切さを伝

えています。 

 詳細は二次元コードから御覧いただけます。 

 https://www.city.kashiwa.lg.jp/kenkozoshin/haguhagu/navi/0sai/kenko/tsudoi.html 

     

・地域の文化祭等への参加 

地域で行われる文化祭などのイベントに参加し，推進員活動の周知や，来所

者への健康に関する啓発等を行っています。 

  

【問い合わせ先】 

 ◎健康増進課  ℡：７１６７－１２５６ 

令和７年度実績 

参加数 １９回 

令和６年度実績 

参加回数 １４回 

令和７年度実績 

参加人数 ３，３８６人 

令和６年度実績 

参加人数 ３，９９５人 

令和７年度実績   

母子対象２５回，成人対象１９回 

令和６年度実績   

母子対象２６回，成人対象１５回 
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問 41「社会福祉協議会について説明してください」 

 

 社会福祉協議会の役割とその活動内容について分かりやすく説明してください。

また，地区社協との関係についても説明してください。 

 

答 「社会福祉協議会（社協）の役割は，住民の誰もが

安心してその地域で住み続けられるよう，町会や

関係機関，地域住民の皆さんと協力・連携して，

地域福祉を推進する多様な福祉活動を実施するこ

とです」 

 

 

《地域福祉の推進》 

社会福祉法第４条では，地域住民は相互に協力して，支援を必要とする地域住民が日常生活を営み，社

会参加が図れるよう「地域福祉の推進」に努めるとされており，「地域福祉の推進」を図ることを目的

とする団体として，同法１０９条で社会福祉協議会の設置とその役割が明記されています。 

 このように，社会福祉協議会は，法律に基づき，地域福祉の推進に賛同する団体・個人から構成され

た法人組織であり，住民サイドの視点から地域福祉活動が効果的に進められるよう，コミュニティ単位

に設置された地区社会福祉協議会と連携しながら，様々な社会福祉活動を育成・支援しています。 

 

 

  社協は，民間財源（会費，寄附金，共同募金配分金等）と公費財源（県社

協及び市からの補助金や委託金等）を基に，次の活動を行っています。 

  特に，会費のうち住民団体会費については，町会に１世帯あたり年 300

円の御協力をお願いしています。 
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■社協の主な活動 

１ 地域活動やボランティアの支援                         

 (1) 地区社会福祉協議会の活動支援 

   地区社協は，ふるさと協議会の単位に設置されており，ふるさと協議会の 

  福祉分野を担う組織として位置づけられています。身近な生活課題を地域の 

  課題として捉え，みんなで考え，協力しあいながら解決に結び付ける住民活 

  動です。 

 ① 地区社協の主な活動内容 

   居場所やたすけあい活動，人材育成やネットワークづくり，地域の福祉情報 

  収集や発信 

 ② 市社協と地区社協の関係 

   市社協では，各地区社協の取組みが効果的に行われるよう活動費等の助成を 

  実施するとともに，地域担当職員を配置し，活動上の相談や必要な支援を行っ 

  ています。 

 (2) ボランティア・福祉教育の推進 

   ボランティアに関する相談受付，コーディネート，講座，福祉体験等を行 

  っています。災害時は災害ボランティアセンターとして復旧・復興支援等の 

  活動を行います。 

   また，福祉の普及啓発のため広報紙「紙ひこうき」を発行しています。 

 (3) 地域いきいきセンター 

   身近な福祉の窓口として，近隣センター等へ設置しています（現在１２か 

  所）。社協職員を配置し，福祉相談や地域活動支援を行っています。また， 

  得意なことを登録して，地域での活躍を応援する仕組み「できるの貯金箱」 

  の相談も行っています。 

 

２ こども・子育てに関する相談支援 

 (1) ファミリー・サポート・センター 

   保護者が育児と仕事の両立やリフレッシュのため，住民同士の支え合い活 

  動により，子どもの預かりや送迎等を行っています。 
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 (2) こども・若者の居場所支援 

   こども食堂や学習支援などの居場所活動について，活動費の助成等の支援 

  を行っています。 

 

３ 高齢者・障害者に関する相談支援 

 (1) さわやかサービス 

   日常生活にお困りの高齢者や障がいをお持ちの方，産前産後の母親の在宅 

  生活を支える住民同士の支えあい活動を行っています。 

 (2) 移動サービス 

   車いす生活の方で，公共交通機関が利用できない方の移動支援を行ってい 

  ます。 

 (3) 財産や権利を守る支援 

   成年後見制度に関する相談支援，福祉サービス利用援助事業を行っていま 

  す。 

 (4) 沼南地域包括支援センター 

   沼南圏域における，高齢者の介護や医療福祉、権利擁護に関する相談支援 

  を行っています。 

 

４ 貸付に関する相談支援 

  緊急一時的に必要な生活費等の貸付を行っています。 

 

５ 団体事務局をの運営する                          

 (1) 千葉県共同募金会柏市支会事務局 

 (2) 柏市民生委員児童委員協議会事務局 

 (3) 柏市社会福祉法人等ネットワーク 

 

６ 助成や補助金について                           

 (1) 町会等サロン活動支援費 

   町会・自治会・区等を対象とし，地区社協がサロン活動を支援するために 

  交付するものです。（サロンとは地域を拠点に住民である当事者とボランテ 
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  ィアとが共同で企画をし，内容を決め，共に運営していく仲間づくりの活動 

  です。） 

 (2) たすけあいサービス事業費補助金 

   日常生活の支援を必要とする高齢者等に対し，住民主体によるたすけあい 

  （生活支援）サービスを実施する団体に対して交付するものです。 

  ※各種補助金の詳細については下記問い合わせ先にお問い合わせください。 

 

【問い合わせ先】 

 ・地域福祉の推進について 

  柏市社会福祉協議会（総務課） ℡：７１６３－９０００ 

 ・地区社会福祉協議会（地区社協・たすけあい）について 

  柏市社会福祉協議会（地域福祉課） ℡：７１６３－９００１ 

 ・共同募金運動について 

  千葉県共同募金会柏市支会(沼南社会福祉センター)℡：７１９３－２９４１ 
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問 42「シニアクラブ（老人クラブ）について説明して  

    ください」 

 

シニアクラブという組織がありますが，その目的や具体的な活動について説明し

てください。 

 

答 「シニアクラブは，明るい長寿社会づくり，保健福

祉の向上に努めることなどを目的として，仲間づ

くりを通して生きがいと健康づくり，生活を豊か

にする楽しい活動や，知識や経験を生かして，地

域の諸団体と協働し，地域を豊かにする社会活動

をしています」 

 

 シニアクラブは，概ね６０歳以上の方々が，自らの生きがいを高めるとともに，

心豊かな地域社会づくりを推進するために活動している自主的な集まり（団体）

です。 

◎１クラブは，概ね３０人以上で結成できます。 

なお，結成後の運営においては２０人以上を維持していることが条件となります。 

 ■シニアクラブの組織図 

 

【問い合わせ先】 

 ◎柏市シニアクラブ連合会  ℡：７１３８－５９７０  

単位シニアクラブ 

 

単位シニアクラブ 

 

シニアクラブ連合会 
（事務局＝南部老人福祉センター内） 

支部 

単位シニアクラブ 

支部 

単位シニアクラブ 

支部 

単位シニアクラブ 
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問 43「ごみ出し困難者支援収集について説明してくだ

さい」 

 

 ごみ出し困難者支援収集について，どのようなものか説明してください。 

 

答 「ごみを集積所まで運ぶことが困難な方に対し，市

が無償で玄関先まで収集に伺います」 

 

 自分でごみ集積所にごみを運ぶことが困難な市内にお住いの方のうち，次の要

件を満たす方が対象となります。 

 ① 要介護度３以上の認定を受けている方 

 ② 身体障害者手帳の視覚障害又は肢体不自由の１，２級に該当する方 

 ③ 療育手帳のＡ又はⒶに該当する方 

 ④ 精神障害者保健福祉手帳の１級に該当する方 

 

 ◎上記の要件に当てはまらない場合でも，御本人の実情をヒアリングして支援

対象に認定させていただく場合があります。まずは，下記の問い合わせ先まで御

相談ください。 

 

【問い合わせ先】 

 ◎廃棄物政策課  ℡：７１６７－１１４０ 
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問 44「各種募金の協力依頼が町会にありますが，どの

ような種類の募金があり，それぞれどのような

事業に使われていますか」 

 

 町会に対して募金の協力依頼がありますが，どのような種類の募金があり，そ

れぞれどのような事業に使われていますか。 

 

答 「募金には，以下のような種類があります。  

   多くの方に募金運動等を御理解いただきたいと考

えています」 

 

《共同募金運動》…期間（赤い羽根募金 １０月１日～３月３１日） 

           （歳末たすけあい募金 １２月１日～３１日） 

  共同募金は，民間における福祉活動を支援する様々な寄付活動の共同化を図

るため，戦後の昭和２２年から実施される全国レベルの募金活動です。 

時代の変化に対応して寄付金の活用内容も大きく変化してきましたが，公的

な制度では対応ができない福祉活動や住民自らが主体的に取り組む福祉活動な

どに対する支援を行っています。 

  募金は，こうした福祉活動を支援する貴重な財源です。このため，募金運動

にできるだけ多くの方に御理解いただき，募金をとおして社会福祉に参加して

いただけるよう，戸別募金，街頭募金，法人募金などの様々な募金活動を行っ

ております。 

  町会の皆様には，本活動の理解を得て多大な御協力をいただいており感謝い

たします。 

  なお，共同募金には，「赤い羽根募金」と「歳末たすけあい募金」の２種類

があります。 

  赤い羽根共同募金は、子育て支援や障害者・高齢者福祉サービスの充実，福
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祉教育事業，ボランティアの育成事業やボランティア団体への助成などに役立

てられています。「じぶんの町を良くするしくみ」を合言葉に毎年１０月１日

から３月 31 日まで実施し，寄せられた募金の約 7 割が柏市の地域福祉事業と

して，残りの３割は千葉県全域の広域的な活動，県内の社会福祉施設や民間福

祉サービス，災害見舞金・災害ボランティアセンター立上げ準備金などに使わ

れています。 

  また，歳末たすけあい募金は生活困窮世帯や障害者・福祉団体など当事者支

援や地域で福祉のまちづくりを推進している地区社協活動への助成などに使わ

れています。 

  毎年，募金運動期間の開始前までに戸別募金をお願いするための資材として

パンフレット，掲示用ポスター，戸別領収書，しおり等の発送をしています。

送付内容等のお問合せは下記まで御連絡ください。地域の実情に合わせた，柔

軟な御対応をいただきますようお願いします。 

 

《赤十字運動月間》…期間（５月～６月） 

  日本赤十字社は，大規模災害時の災害救護活動，小規模災害時のお見舞金品

の支給並びに国際援助活動，地域福祉活動の充実など，公共の福祉に係る事業

を国内外で展開しています。 

  しかし，これらの事業を行うに当たって，日本赤十字社では，中立・公平と

いう立場から国，県，市町村からの補助を受けていません。皆様からのお寄せ

いただく活動資金によって支えられています。 

  このようなことから，赤十字事業を円滑かつ強力に進めるために，ボランテ

ィア団体や法人への依頼などの様々な方法で活動資金の募集に御協力をお願い

しています。 

  また，地域コミュニティの担い手である町会を通じて，住民の皆様にも御協

力をいただいています。 

  日本赤十字社の活動への御理解をいただき，可能な範囲での御協力をお願い

します。 

 

【問い合わせ先】 
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 《共同募金運動》 

  ◎千葉県共同募金会柏市支会（社会福祉協議会在宅サービス内） 

               ℡：７１９３－２９４１ 

 《赤十字運動月間》 

  ◎日本赤十字社千葉県支部柏市地区（福祉政策課内） 

               ℡：７１６７－１１３１ 
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その他にも… 
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問 45「地区青少年健全育成推進協議会について説明し 

   てください」 

 

 青少年健全育成推進協議会という組織がありますが，具体的にどのような活動

をしているのでしょうか。 

 

答 「市内中学校区で，地域に根ざした青少年の健全育

成に係る活動を行っています」 

 

 地区青少年健全育成推進協議会（以下，「地区青少協」と言う。）は，各地域

での青少年の健全な育成に係る活動をより一層推進することを目的として結成さ

れました。 

 地区青少協は，小中学校と各種団体等（ＰＴＡ，町会，青少年相談員，少年補

導委員，子ども会，民生委員・児童委員など）で構成され，市内の中学校区ごと

に，それぞれの地域に根ざした次のような活動を行っています。 

 なお，町会との関係性は，地区によって様々ですが，エリア内の町会に対し，

構成員の推薦依頼や活動資金の支援依頼を行っている事例が多数あります。また，

地域行事を協力して実施している地区や相互に総会へ出席し，情報共有を図って

いる地区もあります。 

 ■組織されている地区（令和７年度末現在） 

  柏第一，柏第二，柏第三，柏第四，柏第五，南部，土，逆井藤心， 

光ヶ丘，酒井根，田中，西原，中原，豊四季，手賀 

 ■活動例 

  地域パトロール，広報誌発行，コンサート，運動会，キャンプ等の企画運営，

その他 

【問い合わせ先】 

 ◎生涯学習課  ℡：７１９１－７３９３ 
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問 46「スポーツ推進委員協議会について説明してくだ

さい」 

 

 スポーツ推進委員協議会という組織がありますが，具体的にどのような活動を

しているのですか？ 

 

答 「スポーツ推進委員協議会は地域スポーツの推進役

として，行政と市民のパイプ役となり，各種スポ

ーツ行事の開催，地域でのスポーツ活動へのスポ

ーツ推進委員の派遣などを行っています」 

 

 ◎スポーツ推進委員協議会について 

  スポーツ推進委員協議会は，「本部事業」や市内５支部（東部・西部・南

部・北部・沼南）による「支部事業」の他，地域のスポーツ活動への「派遣事

業」を行っています。 

  ■活動例 

   ・本部事業 

    ニュースポーツまつり 

   ・支部事業 

    定期スポーツ活動，支部祭，スポーツ教室 

   ・派遣事業 

    地域でのスポーツ行事での指導や助言など 

 ◎スポーツ推進委員について 

  スポーツ推進委員は，地域のスポーツ推進のため，市民に対し，スポーツに

関する指導や助言を行う，スポーツ基本法で定められた，市の非常勤特別職職

員です（スポーツ課にて委員を随時募集しております。御興味・御関心のある

方は，お気軽にお問い合わせください）。 



106 

 

  「派遣事業」では，地域のスポーツ活動のお手伝いをさせていただいており

ます（例．「町会でスポーツイベントを開催したいが，運営はどのようにする

のか」，「誰でも参加できるスポーツイベントにしたいが，どんな種目がある

のか分からない」など）。 

  スポーツ推進委員の派遣については，事前にスポーツ課に連絡し，派遣依頼

書（注１）を提出してください。 

 

 （注１）派遣依頼書については以下のＵＲＬもしくは二次元コードを御参照下さい。 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/sports/about_kashiwa/home_town/sonota/kyogikai/index.html 

 

【問い合わせ先】 

 ◎スポーツ課  ℡：７１６７－１１３３ 
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問 47「現在の柏市内の放射線量はどのくらいですか」 

 

答 「御自宅や地域周辺の空間放射線量は市ホームペー

ジのマップで確認できるほか，御自身で測定を希

望される方には放射線測定器の貸し出しを行って

おります」 

 

 市では，平成 24 年から継続して市内１万４千箇所以上の放射線量モニタリン

グを実施しており，その結果を市ホームページ「柏市空間放射線量マップ」で公

開しています。地域や御自宅付近の現在の状況は，こちらのマップからいつでも

御確認いただけます。 

 また，御自身で直接測定を希望される方に向けて，本庁および沼南庁舎にて

「放射線測定器の貸出」を行っております。貸出の利用手順など，詳細につきま

しては環境政策課へお問い合わせください。 

 

 「柏市空間放射線量マップ」については，以下の URL もしくは二次元コード

を御参照ください。 

  https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/anshinanzen/hoshasen/kukan/hoko/map.html 

【問い合わせ先】 

 ◎環境政策課  ℡：７１６７－１６９５ 
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■柏市の組織と主な業務（令和８年度） 

部・局 課・室・教育機関 主な業務 

危機管理部 危機管理政策課 危機管理の統括，国土強靭化地域計画 

防災安全課 防災対策，国民保護，防犯・交通安全対策 

総務部 行政課 情報公開・個人情報保護，文書の収受・発送， 

総合教育会議，附属機関，議案・条例・規則等の審査， 

市議会，訟務の統括 

人事課 職員の任用，服務，分限・懲戒，勤務条件，人事評価， 

定員管理，研修，労務管理，チャレンジドオフィス 

  給与厚生室 職員の給与，福利厚生，安全衛生，健康管理 

総務管財課 公有財産の管理，庁舎管理，庁用自動車の管理，各種統

計，外部監査 

技術管理課 建設技術の総括，工事の検査 

企画部 

  

政策イノベーション課  総合計画，都市経営の方針・戦略の総合調整， 

政策課題の調査研究，広域行政，組織・事務分掌， 

まちづくり推進調査 

アセットマネジメント課 行財政改革，ファシリティマネジメント，指定管理者制度 

ＤＸ推進課 デジタル化の推進，情報セキュリティ，業務改善  

財政部 財政課 予算の編成・執行管理，財政計画，地方交付税，市債， 

基金の運用 

債権管理課 未収債権の管理・徴収・滞納整理 

契約課 契約事務の総括，競争入札参加資格審査，工事・ 

業務委託・物品購入・賃貸借の入札・見積もり合わせ 

収納課 税務の調整，納税思想の啓発，固定資産評価審査委員会，

市税の収納・滞納処分 

市民税課 個人市県民税・法人市民税・軽自動車税・事業所税等の賦

課，原動機付自動車の標識交付，税制の調査研究， 

ふるさと寄附金(ワンストップ特例及び寄附金の窓口納付) 

資産税課 固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の賦課 

広報部 秘書課 市長・副市長の秘書，交際，儀式，褒賞，後援，表彰 

広報広聴課 広報活動の企画，広報かしわ，ホームページの管理運営，

報道機関への情報提供，広聴活動の企画，市民相談， 

市長への手紙，地域ブランディング 

シティプロモーション課 魅力発信，フィルムコミッション 

市民生活部 地域コミュニティ課 コミュニティ施策，地域づくり推進，町会・自治会・区の

支援，ふるさと協議会連合会の支援 

共生交流推進課 大学との連携，男女共同参画，外国人への情報提供・相

談，国際交流，姉妹・友好都市，平和施策，市民公益活動 

スポーツ課 スポーツ推進計画，スポーツ活動の普及， 

スポーツ関係団体の支援，スポーツ施設の整備・管理， 

ホームタウンの推進 
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市民課 戸籍謄抄本・住民票の写しの交付，住民異動の届出， 

印鑑登録，住居表示，自動車の臨時運行許可， 

個人番号カードの交付，戸籍の届出，埋火葬・改葬の許可 

消費生活センター 消費生活相談，消費者教育，消費者啓発事業， 

計量器の検査 

沼南支所 沼南庁舎の管理，地域コミュニティの支援，戸籍謄抄本・

住民票の写しの交付，住民異動・戸籍の届出， 

市税の収納・証明，国民健康保険・後期高齢者医療保険・

国民年金の資格得喪，犬の登録，要介護・要支援認定の 

申請受付，障害者の医療費助成の申請受付， 

子ども医療費助成の申請受付 

健康医療部 健康政策課 健康・医療・福祉施策の総合調整 

高齢者支援課 高齢者施策，介護保険制度の運営，介護保険の保険給付，

介護保険の資格管理，介護保険料，要介護・要支援の 

認定，老人福祉施設等の整備，介護人材確保対策， 

いきがいづくり事業 

地域包括支援課 高齢者の日常生活支援総合事業，フレイル予防， 

認知症施策，地域包括支援センター，高齢者の権利擁護 

健康増進課 健康増進事業，受動喫煙対策，予防接種，がん検診 

保険年金課 国民健康保険の企画・経理，国民健康保険の資格得喪， 

高額療養費，保健事業，特定健診・特定保険指導， 

国民健康保険料，後期高齢者医療保険 

  国民年金室 国民年金の資格得喪，年金裁定請求書の受理， 

国民年金保険料の免除，福祉年金 

地域医療推進課 地域医療，救急医療，柏地域医療連携センターの管理 

医療公社管理課 病院事業・介護老人保健施設事業の管理・運営， 

市立柏病院の整備 

総務企画課 地域保健の企画・調査研究，医療関係従事者等の免許， 

医療安全相談，診療所・薬局等の開設許可・監視指導， 

保健衛生審議会，ウェルネス柏の管理 

保健予防課 感染症・疾病対策係/精神保健福祉係 

生活衛生課 環境衛生（理容所，美容所，クリーニング所，興行場， 

旅館，公衆浴場，温泉，プール，水道），食品衛生， 

食鳥検査 

動物愛護ふれあいセンター 動物愛護・管理，狂犬病予防 

衛生検査課 感染症の検査，衛生上の試験・検査 

福祉部 福祉政策課 健康福祉審議会，地域健康福祉計画，民生委員， 

健康・医療・福祉に関する防災・災害対応， 

墓地等の経営許可，被災者・戦傷病者等の援護， 

更生保護,，重層的支援体制整備事業，福祉の総合相談事業 

指導監査課 社会福祉法人・老人福祉施設・介護サービス事業者等の 

許認可・指定・指導監査 

障害福祉課 障害者施策，障害者手帳，障害者の手当，障害者の 

医療費助成，障害者支援施設・障害福祉サービス事業者等

の指定・指導監査，障害者の就労支援， 

障害者の相談支援，障害福祉サービス， 

障害支援区分の認定，障害者の虐待防止・権利擁護 
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生活支援課 生活保護，行旅病人・死亡人，無縁者の埋葬， 

中国残留邦人の支援，生活困窮者の自立支援 

こども部 こども政策課 子育て支援施策の総合調整 

子育て支援課 子育て支援事業，児童センター 

こども福祉課 

  

児童扶養手当，児童手当，子ども医療費助成， 

母子父子寡婦福祉資金，母子・父子自立支援， 

こどもの貧困対策 

こども相談センター 家庭児童相談，発達相談，児童相談所開設準備等 

母子保健課 地域保健，母子保健，母子相談 

保育運営課 保育施策の企画調整，私立保育園等の整備・認可・ 

補助等，私立保育園等の運営指導， 

市立保育園の整備・管理運営，保育園の入園，保育料 

こども発達センター こどもの発達・発育の相談支援， 

障害児支援利用計画の作成 

  キッズルーム 福祉型・医療型児童発達支援センターの運営， 

保育所等訪問支援 

環境部 環境政策課 環境政策の企画・総合調整，自然環境保全， 

地球温暖化対策，手賀沼水質浄化，放射線対策，大気汚染

防止，水質汚濁防止，土壌汚染対策，公害苦情処理 

ゼロカーボンシティ推進課 地域温暖化対策，再生可能エネルギー 

廃棄物政策課 清掃事業の総合調整，一般廃棄物処理業・ 

処理施設の許可・指導監督，廃棄物の排出抑制・ 

再資源化，資源回収，災害廃棄物対策 

清掃施設課 清掃施設の整備・維持管理 

環境サービス課 ごみの分別指導，地域清掃，不法投棄対策，し尿の収集・

処理，公衆便所の維持管理，犬猫等の死体処理， 

空き地の管理指導 

北部クリーンセンター ごみの収集，清掃工場・最終処分場の管理運営・周辺対策 

南部クリーンセンター ごみの収集，第二清掃工場・第二最終処分場の管理運営・

周辺対策 

産業廃棄物対策課 産業廃棄物の適正処理，産業廃棄物処理業・ 

処理施設の許可・指導監督，土砂等の埋立ての許可・ 

指導監督，産業廃棄物の不法投棄対策 

経済産業部 産業政策・スタートアップ推進課 産業政策に係る企画立案，スタートアップ支援， 

雇用の促進 

商工観光課 商工業の振興，観光政策に係る企画立案，ふるさと寄附金

(ワンストップ特例及び寄附金の窓口納付を除く) 

農政課 農業政策，農業振興地域制度，農業経営基盤強化， 

農業災害対策，農業生産基盤の整備，農業の担い手育成， 

林産，畜産，手賀沼アグリビジネスパーク事業，観光農業 

公設市場 公設総合地方卸売市場の管理運営 

都市部 都市計画課 都市政策の総合調整，都市計画決定，開発審査会， 

建築審査会 
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住環境再生課 立地適正化計画，空家・空地の利活用，景観まちづくり，

開発行為・中高層建築物・ワンルーム形式集合建築物・葬

祭場等の計画公開・近隣説明等の指導，ラブホテルの建築

規制 

北部整備課 つくばエクスプレス沿線地区（柏の葉地域・ 

柏たなか地域）のまちづくり 

建築指導課 建築確認，建築協定，耐震改修の促進，建築物等の環境配

慮・防災対策，道路位置指定 

宅地課 開発行為・宅地造成工事の許可・協議・指導， 

土砂災害の防止，地価公示，土地売買等の届出 

住宅政策課 住宅政策，住宅相談，空家の管理，市営住宅の管理 

公園緑地課 緑の基本計画，緑の保全・創出，都市公園・緑地等の整

備・管理運営，公園里親制度，大規模公園の活用 

市街地整備課 市街地整備，土地区画整理事業 

北柏駅周辺整備課 北柏駅周辺のまちづくり，北柏駅北口土地区画整理事業 

中心市街地整備課 市街地再開発事業，地区再生計画，中心市街地活性化， 

柏駅周辺地区のまちづくり 

営繕管理課 市有建築物の工事等の設計・監理・監督，市有建築物の保

全 

土木部 道路総務課 市道の認定・廃止，占用許可，境界確定，屋外広告物， 

法定外公共物（道路） 

道路保全課 道路・橋りょうの維持管理・補修，バリアフリー道路特定

事業，交通安全施設の整備・管理，私道整備の補助，街路

樹，道路に関する緊急要望への対応 

交通政策課 

  

交通計画，バス交通網の整備，鉄道駅のバリアフリー対策 

  自転車対策室 市営駐車場・市営駐輪場の管理運営，放置自転車対策 

道路整備課 道路・橋りょうの新設・拡幅工事，道路用地の取得・ 

補償，都市計画道路 

河川排水課 排水対策，排水施設・準用河川の工事・維持管理， 

法定外公共物（河川） 

会計課 会計課 公金の収入・支払，現金・基金の保管運用，決算の調製，

県収入証紙の販売 

上下水道局 総務課 職員の人事，給与，服務，研修，福利厚生，安全衛生 

経営企画課 水道事業計画，下水道事業中長期経営計画及び実施計画の

総合調整，下水道事業の認可等，予算編成 

料金課 水道料金及び分水料金の調定，下水道使用料及び公共下水

道事業受益者負担金の賦課及び調定，給水及び公共下水道

の使用開始，休止等，水道料金等の納入通知， 

収納及び還付 

給排水課 給水申込納付金の調定，機械器具等の維持管理， 

給水装置工事，水洗化普及，宅内排水設備等の施工計画の

確認及び完了検査，公共下水道の水質管理 

水道工務課 管路施設の整備計画及び実施計画，拡張工事の設計， 

施行及び監督，漏水調査，濁り水等の対策，機械器具等の

維持管理 
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下水道工務課 公共下水道等の新設設計，長寿命化，公共汚水ますの 

設置，公共下水道施設等の維持管理 

施設管理課 水源施設の維持管理，取水，送配水及び受水の計画， 

実施及び調整，水質検査 

消防局 企画総務課 消防施策の企画，消防組織・消防力の配置計画， 

消防職員の定員管理，消防広報，危機管理の総合調整， 

儀式，表彰，消防庁舎・消防団施設の建設・維持管理 

消防職員課 消防職員の人事・研修・表彰・給与・福利厚生・安全衛生 

消防団課 消防団の運営，消防団員の手当・研修・安全管理， 

柏市消防協力隊 

火災予防課 火災予防思想の普及啓発，火災原因・損害調査，防火管理

講習，火災統計，住宅防火対策，防火対象物の査察・ 

定期点検，防火管理業務の指導，消防用設備の設置指導 

警防課 災害対策の統括，消防水利，消防車両・消防機械器具の 

整備・維持管理，救助業務 

救急課 救急業務の企画・調整，救急隊員の養成・安全管理， 

救急資機材の整備・維持管理，救急搬送証明，応急手当の

普及啓発，救命講習 

指揮統制課 消防指令・通信業務，災害通報の受付，消防部隊の指令 

管制，災害・気象情報の収集・伝達，消防職員の安全 

管理，消防活動技術の調査研究，災害活動現場の指揮・ 

統制，消防活動の計画・評価・指導，火災原因・損害調査 

議会事務局 庶務課 議長・副議長の秘書，議長会，議員の身分・報酬， 

政務活動費，交際，儀式 

議事課 本会議，常任・特別委員会・議会運営委員会，請願・ 

陳情，議会だより，議会・委員会・議員の調査活動 

選挙管理委員会 

事務局 

選挙管理委員会事務局 選挙の管理・執行，選挙人名簿の調製，直接請求， 

明るい選挙の啓発 

監査事務局 監査事務局 監査等の執行（定期監査，例月現金出納検査，決算審査，

随時監査，住民監査請求監査等） 

農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地の権利移動・転用，農地利用の最適化，遊休農地， 

農地の諸証明 

教育委員会事務局 

教育総務部 

教育総務課 教育委員会議，教育長の秘書，教育施策・教育計画の 

総括，教育委員会事務局職員の人事・給与・福利厚生， 

教育委員会事務局の組織・定員管理 

教育政策課 教育政策の企画・計画策定・推進，教育改革の推進， 

学校適正配置 

教育施設課 学校施設等の整備・維持管理・修繕，学校用地の取得 

学校給食課 学校給食の管理・指導 

  学校給食センター 学校給食の調理・配送，学校給食費の徴収 

学校財務課 市立小中学校の経理，教材・教具・備品の調達・整備・管

理 

教育委員会事務局 

生涯学習部 

生涯学習課 生涯学習推進計画，社会教育・青少年関係団体の支援， 

社会教育事業，青少年健全育成事業，放課後子ども教室 

  中央公民館 中央公民館の管理運営，公民館事業の企画・実施 



115 

 

アフタースクール課 アフタースクール事業・こどもルームの入所・整備等，放

課後児童健全育成事業 

文化課 芸術文化事業，市民の芸術文化活動の支援， 

文化財の保護，埋蔵文化財の発掘調査，市史編さん， 

歴史資料の保存活用 

図書館 図書館資料の貸出・収集・整理・保管・提供， 

レファレンス，学校図書館との連携 

教育委員会事務局 

学校教育部 

学校教育課 学校教育行政の基本的計画，学校と地域の連携推進， 

通学区域，児童・生徒の就学・転入学，就学援助， 

児童・生徒・教職員の保健衛生，就学時健康診断 

教職員課 教職員の人事・服務，学級編成， 

市立高等学校の生徒募集・入学者選抜 

指導課 

  

学校教育指導に係る計画，教育課程，教育評価， 

教科用図書，教職員の研修，教育研究団体の育成， 

学校施設の使用許可，情報教育，私立小・中学校， 

高等学校のＩＣＴ化の推進 

児童生徒課 児童・生徒指導，教育相談，特別支援教育，就学相談， 

人権尊重教育，学校安全対策 

  少年補導センター 街頭補導，少年相談，少年補導関係団体の支援 

教育研究所 教育に関する調査研究，教職員の研修 
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町会と関わりの深い団体と市の関係部署一覧 
 

関係団体 
主な役割 

（本誌ページ） 

市の 

関係部署 

関係部署の 

連絡先 

ふるさと協議会 
地域コミュニティの育成 

２５ページ 

地域 

コミュニティ課 
7167-1126 

消防団 
災害時の消防活動 

６８ページ 

消防局 

消防団課 
7133-8791 

防犯協会 
各種防犯活動 

７２ページ 
防災安全課 7168-1605 

社会福祉協議会 
地域福祉の推進 

９４ページ 
福祉政策課 7167-11３1 

シニアクラブ 

連合会 

明るい長寿社会づくり 

９８ページ 
高齢者支援課 7168-1996 

地区青少年健全 

育成推進協議会 

青少年の健全育成 

１０４ページ 
生涯学習課 7191-7393 

スポーツ推進 

委員協議会 

地域スポーツ活動の推進 

１０５ページ 
スポーツ課 7167-1133 

 



 

 



 

    ※このブックリストは，R8.4.22現在，柏市立図書館所蔵の町会活動に関連した資料の一部です。 

町会関係ブックリスト
柏市立図書館

書　　　　　名 著　　者 出版社

令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 水津　陽子／著 実業之日本社

地域活動のススメ　すべての世代がひとつになれる、とっておきの方法 新谷　和代／著 幻冬舎

地域再生と町内会・自治会　改訂新版　 中田　実／著　 自治体研究社　

どこまでやるか、町内会　 紙屋　高雪／著 ポプラ社

新自治会・町内会モデル規約　条文と解説　改訂新版　 中田　実／著  ほか 自治体研究社　

ある日突然自治会長 田中　利樹／著 アートヴィレッジ 

自治会・町内会負担軽減＆IT活用事例ブック 水津　陽子／著 実業之日本社

自治会，町内会等法人化の手引　第４次改訂版 地縁団体研究会／編 ぎょうせい

自治会・町内会お悩み解決実践ブック 水津　陽子／著 実業之日本社

運営からトラブル解決まで自治会・町内会お役立ちハンドブック 水津　陽子／著 有楽出版社

元気な町内会のつくり方 松下　啓一／著 日本橋出版

若い世代や女性が活躍する自治会・町内会の極意 水津　陽子／著 実業之日本社

認可地縁団体・記名共有地をめぐる実務Q&A 後藤　浩平／著 日本加除出版

■スピーチについて

新しいあいさつ・スピーチ文例集 コロナで変わった冠婚葬祭・職場・学校・諸行事文
例集

すぴーち工房／著 法研　

そのまま使える短いスピーチ・あいさつ実例集 成美堂出版編集部／編著 成美堂出版

短い!伝わる!心に響く!90秒あいさつ・スピーチ　最新版 青い鳥スピ-チ研究所／著 法研

町内会・自治会・管理組合役員のスピーチ・挨拶 山内　宏一／編 有楽出版社

■会報挿絵・ホームページ作成について

Ｗｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌでできる自治会・ＰＴＡで役立つ書類のつくり方 ＡＹＵＲＡ／著 技術評論社　

できるＷｏｒｄＰｒｅｓｓ　本格ホームページが簡単に作れる本
ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ　Ｖｅｒ．５．ｘ対応

星野　邦敏／著
　　　　　　　　　　ほか

インプレス

ゼロから学ぶはじめてのWordPress　簡単にできるWebサイト　第２版 泰道　ゆりか／著  SBクリエイティブ

■防災について

スマホで防災　家族も自分も守る!スマホで始める最新防災マニュアル 宮下　由多加／著 ジャムハウス

災害に強いまちづくりは互近助の力   隣人と仲良くする勇気 山村　武彦／著 ぎょうせい 

地域防災とまちづくり　みんなをその気にさせる災害図上訓練　第６版 瀧本　浩一／著 イマジン出版　

企業・自治体のための気候変動と災害対策 日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社

プロの防災ヒント180警視庁災害対策課ツイッター 日本経済新聞出版／編 日経BP日本経済新聞出版

自分で地域で手づくり防災術 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会

はじめての地域防災マネジメント 長谷川　万由美／編著 ほか 北樹出版

トイレからはじめる防災ハンドブック 加藤　篤／著 学芸出版社

市民防災の考え方　愛する人を悲しませないために 　防災の発想とシステムを見直して誰一人取り残さない社会へ 松井　一洋／著 近代消防社

よくわかる防災教育　災害理解から学校・地域防災まで 藤岡　達也／編著 ミネルヴァ書房

地域防災の実践　自然災害から国民や外国人旅行者を守るための実学 鈴木　猛康／著 理工図書

■防犯について

犯罪に強いまちづくりの理論と実践
正しい地域安全マップづくりと振り込め詐欺・空き巣防止　増補版

小宮　信夫／編著 イマジン出版　

地域で進める公園の安全点検　子ども達を犯罪から守る　手法と実践　 中村　攻／著　 本の泉社　

■運営全般について



 

【問い合わせ先】
　◎図書館　℡：７１６４－５３４６

※なお，このリストの図書に書かれていることは，必ずしも柏市の施策に沿うものとは限りません。

※所蔵館が異なる際のお取寄せ，貸出中の際の御予約もお受けしています。

※このブックリスト以外にも関連資料がございますので，御希望の際は窓口にお問い合わせください。

※市内の図書館本館，分館から貸出しできます。図書館の資料の貸出を受ける際には利用登録が必要となりますので，ご自身の
お名前・ご住所・生年月日のわかるものをお持ちください。（スマート登録で利用登録の申請をすることも可能です。詳しくは図書館
のホームページを御覧ください。）

柏市立図書館ホームページはこちらから →→

https://tosho.city.kashiwa.lg.jp/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 編集・発行 柏市役所 市民生活部 地域コミュニティ課 

        ☎０４－７１６７－１１１１（代表） 

        ☎０４－７１６７－１１２６（直通） 

        令和８年６月発行（令和８年５月更新） 

 

⚫ 柏市オフィシャルウェブサイトのＵＲＬと二次元コード 

 https://www.city.kashiwa.lg.jp/ 


